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第 １ 節  計 画 の 趣 旨  

 

四 街 道 市 では 、平成 １ ４・１ ５ 年度を 対 象 と した 第 １次 四 街 道 市

情 報 化 推 進計 画 を策 定 し て 以降 、時代 の 状 況 に合 わ せて ２ 年 毎 に見

直 し を 図 り、こ の度 、平 成２ ８・２９ 年 度 を 対象 と した 第 ８ 次 四街

道 市 情 報 化推 進 計画 の 策 定 を行 い まし た 。  

 策 定 中 の平 成 ２７ 年 ５ 月 には 、日本 年 金 機 構に お いて 約 １ ２ ５万

人 も の 個 人 情 報 が 流 出 す る と い う 過 去 に 類 を 見 な い 事 例 が 発 生 し

ま し た 。 折 り し も こ の 年 の １ ０ 月 に は 、「 行 政 手 続 き に お け る 特 定

の 個 人 を 識別 す るた め の 番 号の 利 用等 に 関 す る法 律（以 下 、マ イ ナ

ン バ ー 制 度 1）」 施 行に あ た り 、 国 民 １人 ひ と り に 付 番 を行 う と い う

作 業 を 控 えて の こと で す 。  

そ の 後 、６ 月 に は標的 型 攻 撃 メー ル 2で 他 自 治 体 にお い て マ ル ウ ェ

ア 3が 感 染 する と いう 事 態 も 起こ り 、市民 の 住 民 情報 等 を扱 う 四 街 道

市 に お い ても 、今一度 情 報 セ キュ リ ティ の 見 直 しや イ ンシ デ ン ト 4対

策 を 考 え なけ れ ばな ら な い 年で し た。  

四 街 道 市 の内 部 業務 ネ ッ ト ワー ク は、平 成 ２ ５年 度 から 全 国 で も

あ ま り 例 の な い 仮 想 デ ス ク ト ッ プ 方 式 5の ク ラ ウ ド 環 境 6を 整 備 し 、

強 固 な セ キュ リ ティ を 確 保 して 運 用を し て お りま す 。そ し て 、平 成

２ ７ 年 度 か ら は 住 民 情 報 を 扱 う 基 幹 系 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム も 民

間 の デ ー タセ ン ター を 活 用 する ク ラウ ド 化 を 図り ま した 。こ れ ら２

つ の ネ ッ トワ ー クは 物 理 的 に分 離 され て お り 、シ ス テム や ネ ッ トワ

ー ク を 通 じて 、基幹 系 ネ ッ トワ ー クの 情 報 が 内部 業 務ネ ッ ト ワ ーク

を 通 じ て 外部 に 流出 す る こ と が な い仕 組 み に なっ て いま す 。  

セ キ ュ リ ティ 的 には 先 駆 的 な方 式 を導 入 し 、個人 情 報 を 適 切 に 取 り

扱 い を し てお り ます が 、マイ ナ ンバー 導 入 に より 、より 多 く の 情報 が

関 連 付 け ら れ る こ れ か ら の 時 代 、 市 民 の み な さ ま の 利 便 を 図 る た め 、

よ り 一 層 の情 報 化施 策 を 推 進し て いか な け れ ばな ら ない と と も に 、併

せ て 運 用 につ い ても 細 心 の 注意 を 払う 必 要 が ある も のと 考 え ま す。   

 
                                                           
1  マ イ ナ ン バ ー 制 度 :国 民 一 人 ひ と り が 持 つ 1 2 桁 の 番 号 。 今 後 税 や 年 金 、 雇 用 保 険 な ど

の 行 政 手 続 き に 使 わ れ ま す 。  
2  標 的 型 攻 撃 メ ー ル :特 定 の 組 織 内 の 情 報 を 狙 っ て 行 わ れ る サ イ バ ー 攻 撃 。 組 織 の 個 人 宛

に コ ン ピ ュ ー タ ウ ィ ル ス が 添 付 さ れ た 電 子 メ ー ル を 送 る こ と に よ り 、情 報 搾 取 等 を 行 う 。 
3  マ ル ウ ェ ア :不 正 か つ 有 害 な 意 図 で 作 成 さ れ た 悪 意 の あ る ソ フ ト ウ ェ ア な ど の 総 称 。  
4  イ ン シ デ ン ト :情 報 管 理 や シ ス テ ム 運 用 に 関 し 、 保 安 上 の 脅 威 と な る 事 象 。  
5  仮 想 デ ス ク ト ッ プ :デ ス ク ト ッ プ 環 境 を 仮 想 化 し て サ ー バ 上 に 集 約 す る こ と 。 利 用 者 は

ネ ッ ト ワ ー ク を 通 じ て サ ー バ 上 の 仮 想 マ シ ン に 接 続 し 、 デ ス ク ト ッ プ 画 面 を 操 作 す る 。  
6  ク ラ ウ ド 環 境 :デ ー タ を イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の サ ー バ に 保 存 す る 使 い 方 、 サ ー ビ ス の こ と 。 

第
一
章 

基
本
的
な
考
え
方

 



第 1 章 基本的な考え方 

 

 
3 

 
  

 

 

第 ２ 節  計 画 の 位 置 づ け  

 

本 計 画 は 、平成 ２ ５年 度 に 策 定し た「 四街 道 市 情 報化 推 進計 画（ 平

成 ２ ６ ・ ２ ７ 年 度 ）」 を 引 き 継 ぐ 計 画 と し て 策 定 し 、 市 の 各 種 計 画

を 側 面 か ら支 援 し、国 の 各 種 施策 との 整 合 性 を図 る 総合 的 な 情 報化

施 策 を 推 進す る ため の 計 画 とし て 位置 づ け ま す。  

 

 

第 ３ 節  計 画 の 期 間  

 

情 報 化 の 計 画 は 、情 報 通 信 技 術 の 進展 や 社 会 動 向 の 変化 に 適 確 に

対 応 す る た め 、 平 成 ２ ８ ・ ２ ９ 年 度 の ２ ヶ 年 を 計 画 期 間 と し ま す 。 

 

 

■  計画の位置づけ  
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第１節  国の動向  

 

総務省の情報通信（ＩＣＴ政策）をみると  

 ●ＩＣＴ成長戦略  

 ●ＩＣＴ利活用の促進  

 ●地域情報化の推進  

 ●電気通信政策の推進  

  ●放送政策の推進  

 ●電波の有効利用  

 ●研究開発・標準化の推進  

 ●国際分野での協調・協力、ＩＣＴ国際展開  

 ●消費者情報  

 ●紛争処理  

の項目を掲げており各種施策を展開しています。  

 また、これらを遂行するにあたり、さまざまな研究会を設置し対応を

行っております。  

 中でも、平成２７年５月に発生した日本年金機構における個人情報流

出事案は、多くの住民情報を取り扱う地方自治体にとって大きな警鐘と

なり、この事案を受け、国では地方自治体の情報セキュリティに係る抜

本的な対策を検討するために、「自治体情報セキュリティ対策検討チーム」

を設置しました。  

 平成２７年８月１２日に中間報告が出され、１１月２４日には「新た

な自治体セキュリティ対策の抜本的な強化に向けて」という報告がまと

まりました。  

 概要としましては、  

（１）  マイナンバー利用事務系では、端末からの情報持ち出し不可設

定等を図り、住民情報流出を徹底して防止すること。  

（２）  マイナンバーによる情報連携に活用されるＬＧＷＡＮ環境のセ

キュリティ確保に資するため、ＬＧＷＡＮ接続系とインターネッ

ト接続系を分割すること。  

（３） 都道府県と市区町村が協力して、自治体情報セキュリティクラウ

ド 7を構築し、高度な情報セキュリティ対策を講じること。  

 これら三層からなる対策を講じるというものとなっています。  

 
                                                           
7 自 治 体 セ キ ュ リ テ ィ ク ラウ ド ： 集 約 し て 高 度 なセ キュ リ テ ィ 監 視 を 行 う ため に、 都 道 府 県

と 市 町 村 が 協 力 し て 構築 する イ ン タ ー ネ ッ ト 接 続ポ イン ト 。  
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平成２９年７月までには、全ての市区町村がこの三層の構えで万全の自

治体情報セキュリティ対策の抜本的強化をおこなわなければならないこ

とから、本市においても平成２８・２９年度において、対応しなければな

らない近々の課題となっています。  

 

■自治体情報システム強靭性向上モデル  

 

＜三層の構えで万全の自治体情報セキュリティ対策の抜本的強化を＞  

１．マイナンバー利用事務系（既存住基、税、社会保障など）においては、

原則として、他の領域との通信をできないようにした上で、端末からの情

報持ち出し不可設定や端末への二要素認証 8の導入等を図ることにより、

住民（個人）情報の流出を徹底して防ぐこと。  

２．マイナンバー制度による情報連携に活用されるＬＧＷＡＮ環境のセキ

ュリティ確保に資するため、財務会計などＬＧＷＡＮを活用する業務用シ

ステムと、Ｗｅｂ閲覧やインターネットメールなどのシステムとの通信経

路を分割すること。なお、両システム間で通信する場合には、ウイルスの

感染のない無害化通信を図ること（ＬＧＷＡＮ接続系とインターネット接

 
                                                           
8 二 要 素 認 証 :正 規 の 利 用 者だ け が 知 っ て い る・持 っ てい る こ と を ２ 種 類 以 上組 み合 わ せ る こ

と に よ っ て 、 シ ス テ ムが 正規 の 利 用 者 か 判 断 す る認 証手 順  
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続系の分割）  

３．インターネット接続系においては、都道府県と市区町村が協力してイ

ンターネット接続口を集約した上で、自治体情報セキュリティクラウドを

構築し、高度なセキュリティ対策を講じること。ＣＩＳＯ 9 ＣＳＩＲＴ 1 0 

■情報セキュリティインシデントの認知時における報告・対処の例  

 

  

 
                                                           
9
  CSIRT: 情 報 シ ス テ ム に対 す る サ イ バ ー 攻 撃 等の 情報 セ キ ュ リ テ ィ イ ン シデ ント が 発 生 し

た 際 に 、 発 生 し た 情 報セ キュ リ テ ィ イ ン シ デ ン トを 正確 に 把 握 ・ 分 析 し 、 被害 拡大 防 止 、 復

旧 、 再 発 防 止 等 を 迅 速か つ的 確 に 行 う こ と を 可 能と する た め の 機 能 を 有 す る体 制  

1 0 CISO: 最 高 セ キ ュ リ テ ィ責 任 者  

9 

1 0

9 
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第２節  電子自治体の動向  

 

国では、平成１２年１１月に高度情報通信ネットワーク社会の推進を目

的とした「高度情報通信ネットワーク社会形成基本法」を制定して以降、

様々な情報化に関する国家戦略を推進してきました。  

 高度情報通信ネットワーク推進本部（ＩＴ総合戦略本部）では、ＩＴ

の基盤整備を推進する「ｅ－Ｊａｐａｎ戦略」（平成１３年１月）、ＩＴの

利活用を重視した「ｅ－Ｊａｐａｎ戦略Ⅱ」（平成１５年７月）、更にＩＴ

の基盤整備に取り組むことを重点施策とした「ＩＴ新改革戦略」（平成１

８年１月）を策定し、その後も「ｉ－Ｊａｐａｎ戦略２０１５」（平成２

１年７月）、「新たな情報通信技術戦略」（平成２２年５月）を策定してき

ました。  

 また、平成２５年１月、「ＩＴ戦略起草委員会」がＩＴ総合戦略本部の

下に設置され、同年６月、「世界最先端ＩＴ国家創造宣言」がＩＴ総合戦

略本部において決定されました。これは閣議決定され、さらに情報通信技

術政策担当大臣が任命されるなど、日本経済再生戦略の基礎となる重要施

策に位置づけされており、公共サービスがワンストップで、だれでもどこ

でもいつでも受けられる社会を実現するための取り組みがまとめられて

います。  

 さらに「世界最先端ＩＴ国家創造宣言」では、平成２４年８月に設置

された内閣情報通信政策監（政府ＣＩＯ）が政府全体の情報通信施策の司

令塔となって横断的に省庁の課題に対応しつつ、創造宣言工程表（平成２

５年６月、ＩＴ戦略総合本部決定）と照合しながら、政府が施策を推進す

ることが盛り込まれています。  

また総務省では国内戦略として、平成２５年２月から「ＩＣＴ成長戦略

会議」を開催し、同年６月には「ＩＣＴ成長戦略」、平成２６年６月には

「ＩＣＴ成長戦略Ⅱ」が取りまとめられました。国際戦略としては、「Ｉ

ＣＴ国際競争力強化・国際展開に関する懇談会」により「ＩＣＴ国際協力

強化・国際展開イニシアティブ」がまとめられ、国内・国際戦略をあわせ

た「スマート・ジャパンＩＣＴ」戦略が公表されました。その戦略は平成

２６年６月に改定された「世界最先端ＩＴ国家創造宣言」の施策推進に資

することとなっているとともに、地方公共団体におけるクラウド化の加速

等に関し、クラウド化市区町村の倍増や、情報システムの運用コスト３割

減を目指すことが盛り込まれるなど、電子自治体の推進は引き続き政府の

重要施策の１つとして位置づけられています。  
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（出 典 ）総務省ホームページ ht tp :/ /www.e -gov .go . j p /doc/pd f /p ro gr e ss .p d f   
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第３節  インターネットの普及状況  

 

平成２７年（ 2015 年）版情報推進白書（総務省ＩＣＴ白書）による

と、平成２６年（ 2014 年）度末のインターネットの利用状況は１０，

０１８万人、人口普及率は８２．８％となっています。このように普及

しているインターネットを利用したサービスは、市の施策においても重

要であり、今後も行政サービス向上に向けたサービスの充実を図る必要

があります。  

■  インターネットの利用者数及び人口普及率の推移  

 
平成 19 20 21 22 23 24 25 26(年末) 

利用者数（万人） 8,811 9,091 9,408 9,462 9,610 9,652 10,044 10,018 

人口普及率（％） 73.0 75.3 78.0 78.2 79.1 79.5 82.8 82.8 

（出 典 ）総務省 「平成 26 年通信利用動向調査 」   

 

端末別利用では「自宅のパソコン」が５３．５％、「スマートフォン」

が４７．１％、「自宅以外のパソコン」が２１．８％、「携帯電話」が１

７．８％となっており、今後もスマートフォン等の携帯端末利用も増加

すると予想されるため、携帯端末を対象とするサービスの充実を図る必

要があります。  

■  インターネット利用端末の種類（Ｈ 26 年末）（ n=38,110）（単位：％）  

端末別 利用率 

インターネット利用率（全体） 82.8 

自宅のパソコン 53.5 

スマートフォン 47.1 

自宅以外のパソコン 21.8 

携帯電話 17.8 

タブレット型端末 14.8 

家庭用ゲーム機・その他 7.5 

インターネットに接続できるテレビ 5.0 

※当該端末を用いて平成 26 年の 1 年間にインターネットを利用 したことのある人の比率を示す  

（出 典 ）総務省 「平成 26 年通信利用動向調査 」  
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主なコミュニケーションの手段としては、若年層では、メールやソー

シャルメディア 1 1が利用されており、ネット通話も無料アプリケーショ

ンを活用した利用が進んでいると思われ、若年層へ向けた情報発信方法

として、ソーシャルメディアは、有効な手段となります。  

■  主なコミュニケーション手段の利用時間と行為者率  （単位：分）  

（出 典 ）総務省 「平成 26 年版  情報通信白書 」  

 

都道府県別のインターネット利用率は、大都市にある都道府県を中心

に利用率が高く、千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県、石川県、三重県、

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、福岡県の１２都府県で、全

国平均を上回っています。  

千葉県の利用率が高いことから、本市における利用率も高い水準にあ

ると予想されます。  

 

 
                                                           
1 1 ソ ー シ ャ ル メ デ ィ ア :イ ン タ ー ネ ッ ト を 使 っ て 発 信 さ れ た 映 像 、 音 声 、 文 字 等 の 情 報 で 、

多 く の 人 々 や 組 織 が 参 加 す る 双 方 向 的 な 会 話 へ と 作 り 替 え る 社 会 的 な 要 素 を 含 ん だ メ デ ィ

ア の こ と 。  

 
全体 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 

携帯通話時間 

 
4.9 3.2 5.9 4.2 4.5 5.3 5.9 

ネット通話時間 

 
3.1 9.6 8.1 2.4 2.1 0.8 0 

ソーシャルメディア 

利用時間 
20.7 78.3 52.0 17.0 7.3 4.8 0.9 

メール 

利用時間 
20.9 38.7 35.8 17.2 20.7 15.2 10.0 

携帯通話 

行為者率 
21.7% 13.7% 25.1% 24.1% 21.3% 23.8% 19.3% 

ネット通話 

行為者率 
5.5% 7.9% 13.9% 6.3% 5.4% 2.3% 0.0% 

ソーシャルメディア 

行為者率 
23.5% 48.2% 52.0% 35.0% 13.9% 8.6% 2.0% 

メール行為者率 

 
47.1% 41.0% 63.2% 54.9% 55.1% 44.5% 27.7% 
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■  平均以上の都道府県  インターネット利用率（個人）（Ｈ2６年末）  

都道府県 
利用率 

(％) 

端末別利用率（％） 

自宅の 

パソコン 

自宅以外の 

パソコン 

携帯電話 

（携帯端末含む） 
スマートフォン 

東 京 都  8 8 .9   6 3 .0  3 0 .8  2 1 .0  5 5 .3  

神 奈 川 県  8 8 .1   6 1 .6  2 7 .0  2 0 .3  5 4 .9  

大 阪 府  8 6 .2   5 6 .5  2 0 .4  1 6 .5  5 2 .8  

埼 玉 県  8 5 .7   5 5 .7  2 1 .4  1 8 .7  5 2 .1  

京 都 府  8 5 .5   5 7 .3  2 3 .1  1 5 .7  5 0 .7  

兵 庫 県  8 5 .2  5 6 .8  1 9 .1  1 5 .4  4 7 .8  

千 葉 県  84 .7   55 .8  22 .6  19 .3  47 .0  

滋 賀 県  8 4 .6   5 7 .0  1 9 .9  1 7 .0  5 1 .3  

三 重 県  8 3 .8   5 5 .9  2 0 .5  1 9 .2  4 6 .0  

石 川 県  8 3 .5   5 3 .8  2 1 .7  1 8 .0  4 2 .9  

奈 良 県  8 3 .4   5 9 .7  1 8 .7  1 7 .0  4 5 .4  

福 岡 県  8 2 .8   4 9 .0  2 2 .4  1 9 .6  4 3 .7  

全 体  8 2 .8  5 3 .5  2 1 .8  1 7 .8  4 7 .1  

 総務省 「平成 26 年通信利用動向調査 」により作成  
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第１節  情報化推進計画の策定状況  

 

市では、情報化技術を有効に活用し行政事務の高度化、質的向上を

図る具体的な取り組みとして、平成１３年（ 2001 年）度に本市で最初

の情報化推進計画（平成１４・１５年度対象）を策定しました。  

この計画において、基礎的な情報基盤が構築され、様々な情報シス

テム等を整備してきましたが、情報技術の進展度に合わせるため、こ

の計画を基礎として、２年毎に計画を見直し、国等との施策の整合性、

前計画の課題解決及び社会情勢の変化等に対応するための新たな計

画を策定してきました。  

平成１３年（ 2001 年）度より２年毎に計画の策定を行っており、今

回で８回目を向かえるため、計画名称を「第８次情報化推進計画」と

して改めています。  

今後も、情報化社会に対応するため適宜見直しを図り、情報化の進

展度に合わせて計画を策定していきます。  

 

■  計画の策定経過  
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第２節  情報化推進計画の取り組み状況  

 

情報化推進計画を策定するにあたっては、これまでの課題等を整理

した上で、本計画に反映することが重要となることから、第７次情報

化推進計画事業の状況をまとめました。対象事業数は４０です。  

実施事業については、３３事業のうち、完了した事業が１４事業、

実施事業が１３事業、調査・検討事項事業が４事業、計画変更事業が

２事業（動画配信サービスの拡充、e-モニター（電子アンケート）の

活用）となります。  

計画変更事業の「動画配信サービスの拡充」と「 e-モニター（電子

アンケート）の活用」については、動画を含めたホームページ全般を

拡充する「ＰＲコンテンツの充実」に名称変更をし、事業の見直を行

いながら継続をしていきます。  

一部実施事業については、４事業のうち２事業が前倒しで完了し、

２事業が一部実施しています。  

調査・検討事業については、３事業が調査・検討を継続しています。  

概ね計画どおりに進捗し一定の成果を上げている事業もあります

が、長期に渡り検討が続いている事業もあり、その課題等を分析した

上で、社会情勢の変化に合わせて見直しを行います。  

 

■  事業別実施状況一覧  

事業名  計画事項  実施状況  

1-1-1 動画配信サービスの拡充  実 施  計 画 変 更  

1-1-2 e-モニター（電子アンケート）の活用  実 施  計 画 変 更  

1-2-1 市民活動及び地域づくり支援に関する情報化  実 施  実 施  

1-2-2 教育ウェブサイトの充実  実 施  調 査 ・検 討  

1-2-3 デジタルサイネージの活用  実 施  完 了  

1-3-1 市内小中学校パソコン等情報機器の整備  一 部 実 施  一 部 実 施  

1-3-2 教育情報ネットワークの再構築  一 部 実 施  一 部 実 施  

2-1-1 電子申請システムの見直し  実 施  実 施  

2-1-2 各種証明書交付サービスの充実  調 査 ・検 討  調 査 ・検 討  

2-1-3 地方税ポータルシステム（eLTAX)の検討  実 施  完 了  

2-2-1 消防業務支援システムの導入  調 査 ・検 討  調 査 ・検 討  

2-2-2 公衆無線ＬＡＮ（Ｗｉ－Ｆｉスポット）の整備  実 施  実 施  
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3-1-1 文書管理システムの導入  調 査 ・検 討  調 査 ・検 討  

3-1-2 財務会計・庶務事務支援システムの再構築  一 部 実 施  完 了  

3-1-3 オープンソースの活用  実 施  実 施  

3-1-4 イントラネットのシンクライアント整備  実 施  完 了  

3-1-5 タブレット端末を活用した会議システムの導入  実 施  調査 ・検討  

3-1-6 プリンタ機器の統合  実 施  完 了  

3-1-7 イントラネット共通認証基盤の導入  実 施  調 査 ・検 討  

3-2-1 住民情報システムのクラウド化  一 部 実 施  完 了  

3-2-2 障害福祉総合システム  実 施  完 了  

3-2-3 ひとり親家庭等医療費助成システム  実 施  完 了  

3-2-4 子ども・子育て支援システムの導入  実 施  完 了  

3-2-5 償却資産一品投入システムの導入  実 施  完 了  

3-2-6 国民健康保険給付支援システムの導入  実 施  実 施  

3-2-7 学齢簿システムの導入  実 施  完 了  

3-3-1 共通宛名連携システムの構築  実 施  完 了  

3-3-2 住民基本台帳ネットワークの番号制度への対応  実 施  完 了  

3-3-3 健康管理システムの番号制度への対応  実 施  実 施  

3-3-4 生活保護システムの番号制度への対応  実 施  実 施  

3-4-1 ネットワーク型図書館管理システムの導入  実 施  調 査 ・検 討  

3-4-2 図書館システム機器の更改  実 施  完 了  

3-4-3 人事給与システムの導入  実 施  完 了  

3-4-4 総合行政ネットワーク機器の更改  実 施  完 了  

4-1-1 電子自治体構築のための人材育成  実 施  実 施  

4-1-2 情報化教育の技術向上  実 施  実 施  

4-1-3 市民の情報リテラシー向上  実 施  実 施  

4-2-1 情報セキュリティの確保  実 施  実 施  

4-2-2 情報セキュリティ強化のための人材育成  実 施  実 施  

4-2-3 情報セキュリティ診断の実施  実 施  実 施  
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■  実施状況内訳  

計画事項  事業数  実施状況  事業数  

実施  ３３  

完 了  １４  

実 施  １３  

一 部 実 施    

調 査 ・ 検 討   ４  

計 画 変 更   ２  

一部実施  ４  

完 了   ２  

実 施    

一 部 実 施   ２  

調 査 ・ 検 討    

計 画 変 更    

調査・検討  ３  

完 了  
 

実 施    

一 部 実 施    

調 査 ・ 検 討   ３  

計 画 変 更  
 

 

■  実施状況別件数  

完了  実施  一部実施  調査・検討  計画変更  合計  

１６  １３  ２  ７  ２  ４０  

 

 

■  計画に変更が生じた事業  

事業名  計画事項  実施状況  

1-1-1 動画配信サービスの拡充  実 施  計 画 変 更  

1-1-3 e-モニター（電子アンケート）の活用  実 施  計 画 変 更  
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第３節  住民情報システム  

 

本市における電算処理は、昭和５８年（ 1983 年）１月に汎用コンピ

ュータ 1 2 と呼ばれる大量一括処理（バッチ処理 1 3）を行う大型のコン

ピュータを導入し、住民情報や税情報をはじめとする窓口業務に関係

する８業務の住民情報システムを順次稼動し、システムの維持管理等

を行いながら、窓口サービスの迅速化と各種業務の効率化を図ってき

ました。  

これまで住民情報システムは、安定稼動と大量データを蓄積するた

め、大型の汎用コンピュータでの運用を行ってきましたが、汎用コン

ピュータでの運用は、特殊なプログラム言語の習得や専門的な知識と

経験が必要となっており、運用管理に課題がありました。  

ここ数年、サーバ 1 4 の性能やソフトウェア技術が飛躍的に向上し、

安定稼動による信頼度も高まっているほか、仮想化 1 5 の技術を利用し

たソフトウェアが飛躍的に向上し、１台のサーバがあたかも複数のサ

ーバとして動作できる仮想サーバ環境での運用が可能となったこと

から、平成２３年（ 2011 年）３月に、汎用コンピュータによる運用の

見直しを行い、仮想サーバの技術により再構築（ダウンサイジング  1 6）

を行いました。また、各部門で管理する個別の業務システムも、単独

サーバ管理から仮想サーバに統合して、住民情報システムの一部とし

て取り込み、共通の宛名情報を運用できるように整備をしました。  

これにより、専門的な言語でのプログラム作成や管理が不要となり、

運用面における負担が軽減したほか、宛名情報を共通利用する仕組み

が完成し、事務の効率化を図ることができました。  

昨今、大規模災害による庁舎の倒壊等により、庁舎内に設置したサ

ーバが使用不可能となり、窓口事務に多大な影響を及ぼすケースが見

受けられました。このことから、住民情報を安全かつ適切に管理し安

定的に業務を継続するため、平成２７年（ 2015 年）１１月に堅牢なデ

 
                                                           
1 2 汎 用 コ ン ピ ュ ー タ :企 業の 基 幹 の 業 務 や 科 学 技術 計算 等 、広 い 範 囲 の 仕 事 が でき る よ う に

設 計 さ れ て い る 大 型 コン ピュ ー タ 。  
1 3  バ ッ チ 処 理 :一 定 の 期 間 (ま た は 一 定 の 量 )の デ ー タを 収 集 し 、 ま と め て 一括 処理 を 行 う 方

法 。  
1 4  サ ー バ :イ ン タ ー ネ ッ トや LAN 等 の ネ ッ ト ワ ーク を通 じ て 受 け た 要 求 に 応じ て、 自 身 の 機

能 や 何 ら か の サ ー ビ スを 返す 役 割 を 持 っ た シ ス テム 。  
1 5 仮 想 化 :サ ー バ 等 の ハ ード ウ ェ ア 内 の リ ソ ー ス（ CPU、 メ モ リ 、 デ ィ ス ク ） を、 物 理 的 な

構 成 に と ら わ れ ず に 、あ たか も 複 数 の コ ン ピ ュ ータ が存 在 す る か の よ う に 論理 的に 統 合 ・

分 割 で き る 技 術 。  
1 6  ダ ウ ン サ イ ジ ン グ :コ ンピ ュ ー タ の 小 型 化 。  
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ータセンターにサーバを設置し、クラウドコンピューティング 1 7によ

る運用を開始しました。  

また、同年１０月から利用が開始されたマイナンバー制度において、

市民の宛名情報を統合した団体内統合宛名番号 1 8を整備するとともに、

住民情報システムと個別の業務システムの宛名情報を連携する仕組

みを構築し、平成２８年（ 2016 年）に予定される中間サーバ 1 9との接

続テストに向け整備を進めております。  

平成２７年５月に発生した日本年金機構の個人情報漏えい事案を

受け、総務省から「新たな自治体情報セキュリティ対策の抜本的強化

に向けて」にて、情報セキュリティ対策の抜本的な強化に取り組むよ

う要請がありました。個人番号を含む住民情報システムでは、住民（個

人）情報の流出を徹底して防ぐ措置が必要となることから、資産管理

ソフトウェアを導入し、端末からの情報持ち出し不可設定を実施しま

した。今後は、システム利用者の認証強化を図るため、二要素認証の

導入に向けた検討を行ってまいります。  

 

■  行政情報システム（旧基幹系及び個別システム）  

№  システム名  備考  

1 住民記録システム    

2 印鑑登録システム    

3 税収納システム    

4 国民健康保険システム    

5 国民年金システム    

6 介護保険システム    

7 後期高齢者医療システム    

8 ユーザー管理システム   

9 アクセスログ管理システム   

10 住民情報利用システム   

11 証明発行システム   

 
                                                           
1 7 ク ラ ウ ド コ ン ピ ュー ティ ン グ ： 従 来 は 手 元 のコ ンピ ュ ー タ で 管 理 ・ 利 用し てい た よ う な

ソ フ ト ウ ェ ア や デ ー タな どを 、イ ン タ ー ネ ッ トな ど のネ ッ ト ワ ー ク を 通 じ てサ ービ ス の 形

で 必 要 に 応 じ て 利 用 する 方式 。  
1 8 団 体 内 統 合 宛 名 番 号： 既存 業 務 シ ス テ ム が 個 別に 保有 し て い る 宛 名 情 報 （氏 名・ 住 所 な

ど の 基 本 4 情 報 や 送 付 先 住所 な ど ） を 統 合 ・ 管 理し 、さ ら に 自 治 体 内 で 個 人を 一意 に 特 定

で き る 番 号 。  
1 9 中 間 サ ー バ ： 国 ・ 地方 公共 団 体 情 報 シ ス テ ム 機構 が提 供 す る 情 報 提 供 ネ ット ワー ク シ ス

テ ム へ 特 定 個 人 情 報 を連 携す る た め の サ ー バ 。  
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12 国保遡及賦課システム  国民健康保険システムへ移行予定  

13 国保給付支援システム  平成２７年度追加  

14 乳幼児医療費助成システム   

15 こども医療費助成システム   

16 保育料システム   

17 保育認定システム  平成２７年度追加  

18 学童保育システム   

19 児童手当システム   

20 児童扶養手当システム   

21 滞納管理システム   

22 法人市民税システム   

23 申告支援システム   

24 障害者総合支援システム   

25 総合福祉システム  平成２６年度（追加）  

26 国税連携システム   

27 選挙名簿管理システム   

28 下水道受益者負担金システム   

29 学齢簿管理システム  平成２６年度（追加）  

 

■  総合行政ネットワーク（ LGWAN）回線を利用したシステム  

№  システム名  利用部署  接続先  

1 外国人法務省情報連携システム  窓口サービス課  法務省  

2 戸籍副本連携システム  窓口サービス課  法務省  

3 ｅＬＴＡＸ  課税課  
地方税電子化協

議会  

4 Ｊ－ＡＬＥＲＴ  危機管理室  総務省消防庁  

 

■  個別業務システム  

№  システム名  利用部署  接続先  

1 住基ネットワークシステム  窓口サービス課  
地方公共団体情

報システム機構  

2 戸籍システム  窓口サービス課   

3 家屋評価システム  課税課  
 

4 土地家屋現況管理システム  課税課  
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5 健康管理システム  健康増進課  
 

6 現金給付データ管理システム  国保年金課  
 

7 高額療養費支給システム  国保年金課  
 

8 調交システム・国保ライン  国保年金課  
 

9 特定健診管理システム  国保年金課  国保連合会  

10 レセプト支給システム  国保年金課  
 

11 レセプト照会システム  国保年金課  
 

12 後期高齢者医療広域連合電算処理

システム  
国保年金課  

後期高齢者医療

広域連合  

13 ねんきんねっと  国保年金課  日本年金機構  

14 児童家庭相談システム  家庭支援課  
 

15 生活保護システム  生活支援課  
 

16 選挙期日前・  

不在者投票システム  

選挙管理委員会  

事務局   

17 
選挙当日投票システム  

選挙管理委員会  

事務局   

18 
農家台帳システム  

農業委員会  

事務局   

19 消防業務支援システム  消防本部総務課  
 

20 畜犬管理システム  環境政策課  
 

21 市営霊園管理システム  環境政策課  
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■  住民情報システム構成  

 

 

■  クラウドコンピューティングイメージ  
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■  番号制度における宛名連携イメージ  
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■  番号制度開始後の住民情報システム構成イメージ  

 

 

宛名連携

仮想サーバ

中間サーバ

ＩＦサーバ

地方公共団体情報

システム機構

インターネット

自己情報

表示機能

プッシュ型

サービス

情報提供等

記録開示機能

ワンストップ

サービス

個人番号カードによる

公的個人認証

社会保障・税番号制度への対応

住民記録 税収納 健康保険

印鑑登録 児童手当 保育料

自立支援 ・・・

仮 想 化

仮想サーバのシステム
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第４節  庁内情報システム  

 

庁内の情報化については、平成１３年（ 2001 年）度にイントラネッ

ト 2 0基盤整備事業として、庁内のネットワークを整備するとともに、

出先機関と高速な光回線 2 1を接続して、市の基礎的な情報基盤となる

「四街道市イントラネット」を整備しました。  

運用するサーバ等の機器は、初期コストを抑えるため原則購入とし、

専用のサーバ室にて職員が運用管理を行いながら、機器等を５年毎に

更新し、システムの軽易な見直しを行いつつ、１０年以上運用してき

ました。  

平成２５年（ 2013 年）度には、これまでサーバ室で管理していた基

本的な関連サーバを、民間のクラウドコンピューティングを利用する

サービスに再構築しました。これにより、業務の継続性の確保と長期

的な安定稼動の環境整備、更に専門知識が不要となることによる職員

の運用管理面での負担を軽減しました。  

また、運用する情報システムは、更新時期を迎えたものからシステ

ム等の資産を一切保有しないＡＳＰサービス 2 2での運用方針に転換し、

平成２７年（ 2015 年）度までにすべて民間のＡＳＰサービス等を利用

する運用に切り替えを行いました。  

端末についても、クラウドサービスへの移行と併せて、イントラネ

ットで使用するクライアントパソコンの運用形態についても見直し

を図ってきました。  

パソコン機器は、平成２０年（ 2008 年）度に全台数をＷｉｎｄｏｗ

ｓＸＰに更改していますが、平成２６（ 2014 年）年４月にＯＳのサポ

ート期限を迎えることから、入れ替えが必要となりました。  

そこで、ここ数年サーバの仮想化の技術が向上したことにより、 1

つの物理サーバ上に複数の仮想マシンを稼動させ、ハードウェアのリ

ソース 2 3を効率良く利用できるようにした技術、言い換えるとサーバ

に仮想クライアント環境を作成し、アプリケーションを動作させる

「仮想クライアント方式 2 4」を採用しました。  

 
                                                           
2 0 イ ン ト ラ ネ ッ ト :イ ン タ ーネ ッ ト 標 準 の 技 術 を 用い て構 築 さ れ た 企 業 内 ネ ット ワー ク 。  
2 1 光 回 線 :光 を 通 し て 情 報 を伝 え る 回 線 で 、 距 離 があ って も 通 信 速 度 が 落 ち るこ とが な い 。  
2 2 ASP サ ー ビ ス :イ ン タ ー ネ ッ ト を 介 し て ビ ジ ネ ス 用 の ア プ リ ケ ー シ ョ ン を 顧 客 に 提 供 す る

サ ー ビ ス 。  
2 3 リ ソ ー ス :ソ フ ト ウ ェ ア やハ ー ド ウ ェ ア を 動 作 させ るの に 必 要 な CPU の 能 力 、メモ リ 容 量 、

ハ ー ド デ ィ ス ク の 容 量等 。  
2 4 仮 想 ク ラ イ ア ン ト 方 式 :サ ー バ 上 で ア プ リ ケ ー シ ョ ン を 起 動 さ せ 端 末 に 配 信 す る と 、 ユ ー
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仮想クライアント方式を導入したことで、パソコン機能等はすべて

サーバ側で運用管理を行うようになったことから、端末はサーバに通

信を行う機能だけがあればよく、それまで保有していたパソコンの機

能を無効化して、通信機能だけを持たせた仮想クライアント端末とし

て延命利用を図りました。その後、順次シンクライアントと呼ばれる

専用端末に入れ替えを行っていき、平成２７年（ 2015 年）７月には全

台数の入れ替えを完了しました。  

仮想クライアントは、構築に関するすべての環境をクラウドで利用

するサービスであることから、今後はハードウェアの劣化によるクラ

イアント端末の更改作業や、ＯＳのサポート期限切れによる大規模な

入れ替え作業が無くなり、仮想サーバのＯＳやアプリケーションを変

更することで、すべての環境に適用することができるようになりまし

た。  

また、使用するソフトウェアは、それまで他自治体や国等の文書の

やりとりとしてマイクロソフトＯｆｆｉｃｅ製品を標準ソフトウェ

アとして使用していましたが、マイクロソフト製品と互換性が高く、

無料で入手できるオープンソースのオフィスソフトを導入すること

で経費の削減や、専用ソフトの購入を要しないことによる行政サービ

スの向上を目指しています。  

今後も、社会情勢や情報化の変化に対応しながら、新たなクラウド

サービスやＡＳＰサービスを調査･検討するとともに、これらの機能

を効果的に利用ができるよう職員研修を充実する必要があります。  

 

システム名称  運用形態  内容  

グループウェア  Ｌ Ｇ Ｗ Ａ Ｎ －

Ａ Ｓ Ｐ サ ー ビ

ス 2 5 

平成２５年（ 2013 年）度にＬＧ

Ｗ Ａ Ｎ を 利 用 し た グル ー プ ウ ェ ア

に 変 更 し ま し た 。 事務 の 効 率 化 を

実 現 し て い る ほ か 、 Ａ Ｓ Ｐ サ ー ビ

ス を 利 用 し た 運 用 に 変 更 し た た

め 、 サ ー バ 等 の 保 守管 理 作 業 が 不

要 と な り 、 運 用 管 理面 に お い て も

負担が軽減されています。  

 
                                                                                                                                                                            

ザ ー は ま る で 自 端 末 で動 いて い る か の よ う に 操 作で きる 方 式 。  
2 5 LGWAN-ASP サ ー ビ ス :LGWAN と い う 非 常 に 技 術 的 に 安全 性 が 保 証 さ れ た ネ ット ワー ク を 通 じ

て 、 利 用 者 で あ る 地 方自 治体 の 職 員 に 様 々 な 行 政事 務サ ー ビ ス を 提 供 す る もの 。  
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ＣＭＳ 2 6 

（ コ ン テ ン ツ マ ネ

ジメントシステム） 

Ａ Ｓ Ｐ サ ー ビ

ス  

平成２３年（ 2011 年）度にＡＳ

Ｐ サ ー ビ ス を 利 用 した Ｃ Ｍ Ｓ に 変

更 し 、 ホ ー ム ペ ー ジ作 成 の 専 門 的

な 知 識 が な く て も 、統 一 的 で 見 や

す い コ ン テ ン ツ が 作成 で き る よ う

になりました。  

例 規 集 検 索 シ ス テ

ム  

Ａ Ｓ Ｐ サ ー ビ

ス  

平成２３年（ 2011 年）４月より、

シ ス テ ム の 安 定 稼 動を 図 る た め 、

運 用 方 法 を Ａ Ｓ Ｐ サー ビ ス に 変 更

しています。  

膨 大 な 量 の 例 規 集 の 加 除 作 業 が

不 要 と な り 、 誰 も が効 率 的 に 例 規

を 確 認 す る こ と が でき る よ う に な

りました。  

地 図 台 帳 支 援 シ ス

テム  

Ａ Ｓ Ｐ サ ー ビ

ス  

各 種 情 報 と 地 図 を 重 ね 合 わ せ 台

帳 等 を 管 理 す る Ａ ＳＰ サ ー ビ ス を

利用した簡易型ＧＩＳ 2 7を導入し、

ゴ ミ 集 積 所 管 理 、 カー ブ ミ ラ ー 管

理 、 防 犯 灯 管 理 及 び災 害 履 歴 管 理

等の業務に活用しています。  

財務会計システム  ホスティング  平成２１年（ 2009 年）度に、昭

和６１年（ 1986 年）から稼動して

い る 基 幹 シ ス テ ム の財 務 会 計 シ ス

テ ム を イ ン ト ラ ネ ッ ト 側 に 移 行

し 、 庶 務 事 務 シ ス テム と の 連 携 シ

ス テ ム を 導 入 し ま した 。 平 成 ２ ７

年（ 2015 年）度からホスティング

の 運 用 へ と 切 り 替 えを 行 っ て い ま

す。  

今 後 、 公 会 計 へ の 対 応 と 、 電 子

決 裁 基 盤 の 共 通 利 用 に つ い て 、 文

 
                                                           
2 6 CMS:ホ ー ム ペ ー ジ の 提 供情 報 を 一 元 的 に 保 存・管理し 、難 し い 作 成 言 語 を 必要と せ ず 、簡

易 な 操 作 で コ ン テ ン ツを 編集 で き る ソ フ ト ウ ェ ア。  
2 7 簡 易 型 GIS:地 図 デ ー タ 上に 様 々 な 情 報 を 重 ね 合わ せて 表 示・編 集 し た り 、検索・分 析 し た

り す る シ ス テ ム ＝ 地 理情 報シ ス テ ム (GIS)を 簡 易 に 利用 す る こ と を 目 的 と する もの 。  
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書 管 理 シ ス テ ム 等 の関 連 シ ス テ ム

と併せて調査・検討を継続します。 

人事総合システム  Ｌ Ｇ Ｗ Ａ Ｎ －

Ａ Ｓ Ｐ サ ー ビ

ス  

職 員 の 休 暇 ・ 時 間 外 勤 務 、 旅 行

命 令 等 の 勤 務 状 況 につ い て は 、 平

成１７年（ 2005 年）度に庶務事務

支 援 シ ス テ ム （ 消 防を 除 く ） を 導

入し、平成２７年（ 2009 年）度に

は 、 財 務 会 計 ・ 庶 務事 務 支 援 シ ス

テムを導入しました。  

平成２８年（ 2016 年）度からは、

Ｌ Ｇ Ｗ Ａ Ｎ － Ａ Ｓ Ｐ サ ー ビ ス に よ

る 人 事 総 合 シ ス テ ムへ 変 更 し 、 各

職 員 が 自 席 端 末 に て勤 務 状 況 を 入

力 ・ 確 認 す る こ と がで き 、 人 事 管

理 部 門 に お い て は 人事 管 理 ・ 給 与

計 算 処 理 ・ 人 事 評 価が 可 能 と な り

ました。  

ち ば 電 子 調 達 シ ス

テム  

共同利用  ち ば 電 子 調 達 シ ス テ ム は 、 千 葉

県 及 び 県 内 の 希 望 す る 市 町 村 等

（ 各 団 体 ） の 電 子 入札 、 入 札 情 報

（ 入 札 結 果 ・ 契 約 結果 等 ） を 提 供

し 、 各 団 体 へ の 入 札参 加 資 格 申 請

を 行 う た め の シ ス テム と し て 活 用

しています。  
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■  ASP サービスとクラウドサービス  
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財務･庶務 AP1

財務･庶務 AP2

財務・庶務 DB

グループウェア
メール

WEB（HP)

CMS

地図台帳支援サービス

例規検索

施設予約 WEB

施設予約 AP

施設予約 DB

ASPサービス業者A

ASPサービス業者B

ASPサービス業者C

ホスティングサービス

インターネット

メール配信

ASPサービス業者D

DMZ

クラウドサービス

DMZ

DMZ

LGWAN-ASPサービス

四街道市

仮想クライアントサービス

XenApp
XenAPPサーバ

LGWANサービス提供設備
LGWAN/DNS

FW

XenApp
仮想クライアント管理サービス

ゲートウェイサービス

XenApp
ストレージサービス

ドメイン管理・運用システム

サーバ監視

監視VLAN

FW

XenApp
専用回線（正・副回線）

電子調達

外部アクセス

■  庁内情報システム全体構成  
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VPN等 専用回線

クラウドサービス事業者

市役所

仮想PC 50台

仮想PC 50台

仮想PC 50台

仮想サーバ

仮想PC 50台

仮想PC 50台

仮想PC 50台

仮想サーバ

仮想PC 50台

仮想PC 50台

仮想PC 50台

仮想サーバ

ストレージCドライブ

WSUS（パッチ） ウイルス対策 認証機能

外部アクセス

シンクライアント専用端末

パソコンの無効化（シンクライアント端末）

USBトークン

Windows2008Server

 

■  シンクライアント運用  
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第５節  I T を活用した行政サービス  

 

これまで、ＩＴを活用した行政サービスはホームページを中心にサ

ービスを提供してきましたが、インターネットでのサービス提供を行

う場合、市が２４時間安定稼動と３６５日監視することが困難であり、

セキュリティ上のリスクを回避し、市民サービスの向上と継続的に安

定稼動を行うため、運用するサービスは、サーバ機器等の資産等を一

切保有せず３６５日監視付の運用ができるＡＳＰサービスに順次切

り替えています。  

庁内で運用していたウェブ（ＷＥＢ）サーバもクラウドサービスに

変更し、２４時間３６５日、安定した運用が可能となりました。  

また、メール配信サービスやデジタルサイネージなどの電子看板を

活用した新たなサービスを提供しているほか、各公共施設においてイ

ンターネットを身近に利用できる民間の公衆無線ＬＡＮ（Ｗｉ－Ｆｉ

スポット 2 8）を設置しています。  

なお、この公衆無線ＬＡＮは、災害時には無料で開放されることか

ら、災害時の通信回線を確保する役割も担っています。  

 

  

サービス名称  運用形態  内容  

ホームページ  Ｗ Ｅ Ｂ ホ ス テ

ィング  

平成２３年（ 2011 年）３月に、

す べ て の 人 が 利 用 でき る ユ ニ バ ー

サ ル デ ザ イ ン 2 9を 目 指 し た ホ ー ム

ペ ー ジ に リ ニ ュ ー ア ル し て い ま

す。  

特 徴 的 な 機 能 と し て は 「 よ く あ

る質問」（ＦＡＱ）等を設置し、情

報 を 探 し や す く し てい る ほ か 、 シ

ソーラス検索 3 0機能により、この情

 
                                                           
2 8 公 衆 無 線 LAN（ Wi-Fi ス ポ ッ ト ） :無 線 LAN の ひ と つ 。当 初 、無 線 LAN 機 器 は 同じ メ ー カ ー

の 製 品 で あ っ て も 相 互 接 続 の 保 証 が な く 、 ユ ー ザ ー は 新 し い 機 器 を 買 う た び に 古 い 機 器 と

接 続 で き る か ど う か 確認 しな け れ ば い け な か っ た 。その た め 、「 予 め 相互 接 続 がで き る こ と

が 認 め ら れ た 商 品 」 に 対 し て 付 け ら れ た の が Wi-Fi で あ る 。 認 定 さ れ た 機 器 に は 、 Wi-Fi

ロ ゴ の 使 用 が 許 可 さ れる 。  
2 9 ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン :文 化 ・ 言 語 ・ 国 籍 等 の 違 い や 老 若 男 女 と い っ た 差 異 、 障 害 の 如 何

を 問 わ ず に 利 用 で き る製 品や 施 設 等 。  
3 0 シ ソ ー ラ ス 検 索 :ひ と つ の 検 索 語 に 対 し 同 じ 意 味 で も 表 記 が 異 な る も の も 一 度 に 検 索 す る

方 法 。  
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報 を 見 た 人 が 次 に どの よ う な 情 報

を 閲 覧 し た の か を 表示 す る レ コ メ

ンド機能 3 1があります。  

ホ ー ム ペ ー ジ （ ア

ク セ シ ビ リ テ ィ 機

能ほか）  

Ａ Ｓ Ｐ サ ー ビ

ス  

外 国 語 対 応 と し て は 、 英 語 ・ 中

国 語 ・ 韓 国 語 が 表 示で き る ほ か 、

ア ク セ シ ビ リ テ ィ に配 慮 し て 表 示

サ イ ズ 変 更 機 能 、 画面 カ ラ ー 変 更

機 能 、 音 声 よ み あ げ機 能 及 び ふ り

がな (ルビ )機能が利用できます。  

なお、 2012 年に民間の調査機関

で 実 施 し た 公 共 機 関サ イ ト の ア ク

セ シ ビ リ テ ィ の 品 質評 価 結 果 は 、

全 国 ６ ８ ５ 自 治 体 公式 ウ ェ ブ サ イ

ト の 内 、 当 市 は ５ 位と な っ て い ま

す。  

そ の 他 、 市 内 公 共 施 設 を 地 図 上

で 案 内 で き る 機 能 、電 子 ア ン ケ ー

ト 機 能 等 、 電 子 申 請（ 予 約 ） 機 能

を 導 入 し て 市 民 サ ービ ス 向 上 に つ

なげられるよう整備しています。  

四 街 道 動 画 チ ャ ン

ネル  

Ａ Ｓ Ｐ サ ー ビ

ス  

市 の 魅 力 あ る 行 事 や イ ベ ン ト を

広 く 周 知 す る た め 「四 街 道 動 画 チ

ャ ン ネ ル 」 と し て 、職 員 が 撮 影 し

た イ ベ ン ト や 行 事 等を 編 集 し て 動

画で配信しています。  

メ ー ル 配 信 サ ー ビ

ス「よめーる」 3 2 

Ａ Ｓ Ｐ サ ー ビ

ス  

電 子 メ ー ル を 活 用 し て 市 の 様 々

な情報を配信する「よめーる」は、

平成２４年（ 2012 年）１０月にシ

ス テ ム の 見 直 し を 図り 、 バ ー コ ー

ド を 利 用 し た 簡 易 的な 登 録 方 法 に

改めました。  

 
                                                           
3 1 レ コ メ ン ド 機 能 :利 用 者 の 好 み を 分 析 し 、 利 用 者 ご と に 興 味 の あ り そ う な 情 報 を 表 示 さ せ

る 機 能 。  
3 2 メ ー ル 配 信 サ ー ビ ス 「 よ め ー る 」 :四 街 道 市 が 運 用 管 理 す る 電 子 メ ー ル を 活 用 し た サ ー ビ

ス で あ り 、 気 象 ・ 災 害・ 不審 者 等 の 四 街 道 市 関 する 情報 を 提 供 す る も の 。  
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配 信 す る 情 報 も 不 審 者 情 報 、 審

議 会 等 会 議 開 催 情 報、 子 育 て 知 恵

袋 及 び 災 害 情 報 等 に加 え 、 新 た に

気 象 庁 発 表 後 の 四 街道 市 等 に 関 す

る 地 震 情 報 や 各 種 警報 を お 知 ら せ

する「気象情報」を追加したほか、

防 災 行 政 無 線 に お いて 放 送 し た 情

報 等 を 配 信 す る 「 防災 行 政 無 線 情

報 」 や 市 税 等 の 納 期限 を お 知 ら せ

す る 「 市 税 等 納 期 限お 知 ら せ 」 等

も 配 信 し 、 利 用 者 が増 加 し て い ま

す。今後は、「よめーる」の認知向

上 を 図 る と と も に 、よ り 市 民 等 に

とって必要な情報を配信します。  

施設予約システム  ホスティング 3 3 

 

市 内 ス ポ ー ツ 施 設 と 文 化 セ ン タ

ー 会 議 室 等 の 予 約 を 電 子 的 に 行

う 、 施 設 予 約 シ ス テム を 運 用 し て

います。平成２２年（ 2010 年）度

に サ ー バ 機 器 を ホ ステ ィ ン グ し 、

新 た な シ ス テ ム に 変 更 し ま し た

が 、 こ の 間 、 Ａ Ｓ Ｐ サ ー ビ ス も 充

実 し て き て お り 、 運用 コ ス ト の 削

減 と 利 便 性 向 上 を 図る た め 、 次 期

システムの見直しを検討します。  

図書館システム  ク ラ ウ ド サ ー

ビス  

平成２７年（ 2015 年）３月に図

書 館 シ ス テ ム を 更 改し 、 図 書 館 及

び 公 民 館 図 書 室 等 の市 内 読 書 施 設

の ネ ッ ト ワ ー ク に おい て 、 ク ラ ウ

ド に よ る 利 用 サ ー ビス ・ 資 料 管 理

システムにより運用しています。  

ま た 、 図 書 館 ホ ー ム ペ ー ジ を 刷

新 し 、 イ ン タ ー ネ ット に よ る 蔵 書

検索・予約システムの拡充により、

 
                                                           
3 3 ホ ス テ ィ ン グ :通 信 事 業 者 が 保 有 す る サ ー バ や ネ ッ ト ワ ー ク を 借 り て 、 そ の 上 で ア プ リ ケ

ー シ ョ ン を 稼 働 さ せ るこ と。  
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利便性の向上を図りました。  

今 後 は 安 定 し た 運 用 を 維 持 す る

と と も に 、 運 用 コ スト の 削 減 と 新

た な サ ー ビ ス へ の 対応 を 検 討 し ま

す。  

モバイルレジ 3 4 サービス  

 

広 く 普 及 し て い る 携 帯 電 話 を 使

い、平成２５年（ 2011 年）度より、

税 金 、 各 種 保 険 料 、水 道 料 金 、 下

水 道 使 用 料 等 を 電 子決 済 す る こ と

が で き る 「 モ バ イ ル レ ジ サ ー ビ

ス  」を開始し、いつでもどこでも

２ ４ 時 間 ３ ６ ５ 日 、携 帯 電 話 に よ

る支払いが可能となりました。  

ソ ー シ ャ ル メ デ ィ

アサービス  

Ｆ ａ ｃ ｅ ｂ ｏ ｏ ｋ

3 5 

ＬＩＮＥ 3 6 

 

サービス  

 

平成２４年（ 2011 年）１１月よ

り 市 の 公 式 Ｆ ａ ｃ ｅｂ ｏ ｏ ｋ を 立

ち 上 げ 情 報 提 供 の 幅 を 広 げ ま し

た。また、平成２５年（ 2013 年）

４ 月 か ら は 若 者 が 多く 利 用 す る 市

の公式 LINE を立ち上げイベント情

報等を発信しています。  

公 衆 無 線 Ｌ Ａ Ｎ

（ Ｗ ｉ － Ｆ ｉ ス ポ

ット）  

サービス   市 内 各 公 共 施 設 にて 、 公 衆 無 線

Ｌ Ａ Ｎ （ Ｗ ｉ － Ｆ ｉ ス ポ ッ ト ） と

し て 、 ソ フ ト バ ン ク、 ａ ｕ 、 Ｗ ｉ

－ Ｆ ｉ ス ク エ ア 等 の民 間 サ ー ビ ス

を利用できるよう整備しました。  

 

  

 
                                                           
3 4 モ バ イ ル レ ジ :株 式 会 社 NTT デ ー タ が 提 供 す る 携 帯専 用 ア プ リ を 使 用 し 、支 払請 求 書 の バ

ー コ ー ド を 携 帯 電 話 の カ メ ラ で 撮 影 す る こ と で 、 WEB バ ン キ ン グ を 利 用 し た 支 払 い が で き

る サ ー ビ ス 。  
3 5 Facebook:イ ン タ ー ネ ッ ト 上 に お い て 実 生 活 で 交 流 し て い る 友 人 や 同 僚 等 と の コ ミ ュ ニ ケ

ー シ ョ ン に 主 眼 を 置 いた コミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン サ ービ ス（ 実 名 登 録 で 承 認 必 須）。  
3 6 LINE:リ ア ル タ イ ム のコ ミュ ニ ケ ー シ ョ ン を 行 うた めの ア プ リ ケ ー シ ョ ン 。  
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図書館

住 民

地図案内

アクセシビリ
ティソフト

電子申請
予約

メール配信サービス

ホスティングサービス ASPサービス

施設予約システム

携帯変換DB

AP

市ホームページ（WEB）

CMS

多言語

各種サービス

例規検索
公式HP

電子調達（共同）

図書蔵書検索

動画配信

ASPサービス
公衆無線LAN（Wi-Fi）

市役所

WEB

でじなびくん
で行政情報
取得

ソーシャルメ
ディアで行政
情報取得

■  ASP サービスを活用したサービス提供  
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第６節  情報セキュリティ対策と業務継続性確保  

 

インターネットの普及により、行政機関においてもインターネット

を活用した様々なサービスが提供されていますが、最近では政府機関

や特定の組織を標的に定めて執拗に攻撃するサイバー攻撃 3 7等の行為

も増加しています。  

市では、情報化を推進する一方、インターネットで運用するシステ

ムや情報機器が増大し、それら脅威による問題が発生するリスクを減

らすため、情報セキュリティポリシー 3 8を策定し、市が保有する情報

資産の機密性 3 9、完全性 4 0及び可用性 4 1を維持・向上するための対策基

準も統一的なレベルを定めています。また、情報システム部門が管理

するシステムについては、情報セキュリティポリシーに基づき、情報

システムにおいて情報セキュリティ対策をより具体的に実施するた

めに必要な手順を定めた実施手順を策定し、情報セキュリティ対策に

努めています。  

しかし、各部署で管理する各種システムについては、具体的な実施

手順が未整備なものやＡＳＰサービスやクラウドサービスに移行し

たものもあり、情報セキュリティ対象の環境も変化していることから、

これら環境に合わせた適切な対策基準や実施手順を策定する必要が

あります。  

一方、東日本大震災のような災害や大規模な障害が発生した場合に

おいて、地域住民に対して適切かつ迅速なサービスを継続して提供す

るため、情報システムにおける緊急時の対応として、「四街道市緊急

時対応マニュアル」を整備するとともに、業務システムの受けるダメ

ージを最小限にとどめ、業務を継続する手段を講ずるための IT に関

する業務継続計画（ＢＣＰ） 4 2を策定しています。  

しかし、情報システムの構築環境も日々変化しており、有事の際に

業務が継続できるよう適宜見直しを図る必要があります。  

 

 
                                                           
3 7 サ イ バ ー 攻 撃 :シ ス テ ム や イ ン タ ー ネ ッ ト 等 を 利 用 し て 、 ネ ッ ト ワ ー ク な ど に 不 正 に 侵 入

し て デ ー タ の 破 壊 や 改ざ ん を 行 っ た り 、 機 能 不 全に 陥ら せ た り す る こ と 。  
3 8 情 報 セ キ ュ リ テ ィ ポ リ シ ー :企 業 や 組 織 に お い て 実 施 す る 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 対 策 の 基 本 方

針 、 規 定 、 基 準 等 を 具体 的に 表 し た も の 。  
3 9  ア ク セ ス を 認 可 さ れた 者だ け が 情 報 に ア ク セ スで きる よ う に す る こ と 。  
4 0  情 報 や 情 報 の 処 理 方 法が正 確 か つ 完 全 で あ る（ 改 ざん さ れ て い な い）こ と を 保護 す る こ と 。  
4 1  許 可 さ れ た 利 用 者 が必 要な 時 に 情 報 資 産 に ア クセ スで き る こ と .  
4 2 業 務 継 続 計 画（ BCP） :災 害 や 事 故 等 の 予 期 せ ぬ出 来事 の 発 生 に よ り 、事 業 活動を 継 続 又 は

早 期 に 復 す る た め に 事前 に策 定 さ れ る 行 動 計 画 のこ と。  
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対  策・サービス  内  容  

情報セキュリティポリシー  市では平成１５年（ 2003 年 )度に情報

セキュリティポリシーを策定し、組織の

内部・外部を問わず想定されるリスクの

整理と対策基準を定め、業務運用のルー

ルとして位置づけました。  

現 状 で は 運 用 の 具 体 的 手 順 と し て 確

立していないことから、今後は情報セキ

ュリティ実施手順の全庁的な整備を図る

こととし、市民の個人情報など重要情報

を取扱う部署を優先に進めていきます。  

緊急時対応マニュアル  

業務継続計画（ＢＣＰ）  

情 報 シ ス テ ム 部 門 で は 平 成 １ ８ 年

(2006 年 )に情報化緊急時対応マニュアル

を策定して以降 、災害発生時の情報シス

テムの被害抑止と早急な復旧のための手

順を定期的に見直すとともに平成 ２４年

(2012 年 )度にはこれをＩＣＴ部門におけ

るＢＣＰとして併せて位置づけました。  

運用環境は日々変化することから、こ

れらに対応すべく対応マニュアルの定期

的な改正を行い、緊急時における職員の

業務効率化と市民サービスの向上につな

げます。  

公開サーバ等の脆弱性対策  市 で は 公 開 す る サ ー バ の 脆 弱 性 や セ

キ ュ リ テ ィ 上 の リ ス ク を 未 然 に 防 ぐ た

め、毎年、 地方公共団体情報システム機

構が無料で実施する自動診断システムに

よる脆弱性診断（セキュリティ健康診断）

4 3を実施し、脆弱性の有無や不正アクセス

の可能性等、専門的な観点から診断を実

施しています。  

 
                                                           
4 3 自 動 診 断 シ ス テ ム に よ る 脆 弱 性 診 断 （ セ キ ュ リ テ ィ 健 康 診 断 ） :地 方 公 共 団 体 が イ ン タ ー

ネ ッ ト 上 に 設 置 し て い る ネ ッ ト ワ ー ク 機 器 、 各 種 公 開 サ ー バ や 同 サ ー バ 上 で 稼 動 す る ウ ェ

ブ ア プ リ ケ ー シ ョ ン 等 シ ス テ ム の 脆 弱 性 を セ キ ュ リ テ ィ 健 康 診 断 シ ス テ ム で 検 出 し 、 そ の

対 処 方 法 を 示 し た レ ポー トを シ ス テ ム か ら 提 供 する もの 。  
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サイバー攻撃検知通報  市ではサイバー攻撃対策の一環として

地方公共団体情報システム機構 が無料で

提供しているサイバー攻撃検知通報（フ

ィールド実証実験）4 4を利用し、サイバー

攻撃による不審な通信を監視することで

庁内ネットワークのセキュリティ向上へ

役立てています。  

職員研修  職 員 の モ ラ ル 及 び 知 識 向 上 を 図 る た

め、地方公共団体情報システム機構 が無

料で行う e－ラーニング 4 5による情報セキ

ュリティ研修を活用して、平成 ２６・２

７年度の ２年間で全職員が情報セキュリ

ティ研修を受講しています。  

データ保全対策  データの破損等に 対する保全対策 につ

いては、毎日、業務終了後にバックアッ

プ処理を実施し、毎週、遠隔保管による

データ保全を行っています。  

電源対策  災害時における停電等による電源の確

保対策として、本庁の総合窓口フロアや

各種システム等を管理するサーバ室内の

電 気 設 備 を 自 家 発 電 装 置 と 接 続 し て お

り、各種証明書などの業務が継続できる

よう整備しています。  

ウイルス対策  コ ン ピ ュ ー タ ウ イ ル ス 対 策 に つ い て

は、クラウドサービスにより、接続する

すべてのサーバ及びパソコンにウイルス

対策ソフトを導入し、サーバによる一括

管理下でコンピュータウイルスの脅威か

ら保護するとともに、各種プログラムの

脆弱性対策を適用するなど、常に全ての

 
                                                           
4 4 サ イ バ ー 攻 撃 検 知 通 報（フ ィ ー ル ド 実 証 実 験）:  庁 内 ネ ッ ト ワ ー ク か ら 他の 組織 へ と 発 生

す る 不 審 な 通 信 の 有 無 を 24 時 間 自 動 監 視 し 、各 地方公 共 団 体 の 庁 内 ネ ッ トワ ーク の ワ ー ム

型 マ ル ウ ェ ア の 発 生 や 、 大 量 の コ ン ピ ュ ー タ が 一 斉 に 特 定 の サ ー バ へ 通 信 す る こ と で 機 能

を 停 止 さ せ て し ま う DDoS 攻 撃 を 検 知 す る と と もに 、そ の 発 生 状 況 を メ ー ルに て参 加 団 体 に

個 別 に ア ラ ー ト 送 付 する もの 。  
4 5 情 報 セ キ ュ リ テ ィ e-ラ ー ニ ン グ :イ ン タ ー ネ ッ ト 等情 報 通 信 を 利 用 し て パソ コン で 学 習 を

行 う 形 態 。  
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パソコンが一定の情報セキュリティを保

持できるよう管理しています。  

全 国 瞬 時 警 報 シ ス テ ム

（ J-ALERT）  

全国瞬時警報システムは、消防庁が整

備し、ミサイル発射情報、地震・津波情

報等の緊急情報等、対処に時間的余裕の

ない事態が発生した場合に、通信衛星（地

域衛星通信ネットワーク 4 6）を用いて消防

庁から情報を送信し、市町村の防災行政

無線を自動起動して、住民に緊急情報を

瞬時に伝達することができるものです。

全国の市区町村で整備が進められ、本市

においては、平成２１年（ 2009 年）４月

より接続を開始し、平成２３年（ 2011 年）

３月には総合行政ネットワーク（ LGWAN）

を利用した運用に変更しています。  

気象情報メール  メール配信サービス「よめーる」は、

平成２４年（ 2012 年）１０月よりＡＳＰ

サービスによる運用を開始し、災害等が

発生した場合でもインターネット環境が

あれば広く情報を周知 することが可能と

なっています。  

また、併せて地震情報や警報などの気

象情報も発信できるようになり、災害を

未然に防止するための必要な情報を配信

しています。  

職員参集メール  メール配信サービス「よめーる」と同

じＡＳＰ サービスを利用して災害時にお

ける職員に対する参集メール及び職員の

安否確認、参集時間等の情報を収集でき

る機能を整備しています。  

公衆無線ＬＡＮ（ Wi-Fi スポ

ット）  

 

市内各公共施設において、災害時の通

信回線を確保するため、民間の Ｗｉ－Ｆ

ｉスポットを設置しています。災害時に

 
                                                           
4 6 地 域 衛 星 通 信 ネ ッ ト ワ ーク :赤 道 上 空 約 3 万 6 千 km を 、地 球 の 自 転 速 度 と 同 じ速 度 で 周 回

す る 衛 星 （ 静 止 衛 星 ）を 介し て 、 音 声 、 デ ー タ ある いは 映 像 の 伝 送 を 行 う シス テム 。  
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は無料で開放されるため災害時の情報イ

ン フ ラ の 複 線 化 と し て の 機 能 も 担 い ま

す。  
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災害情報発信

メール配信サービス「よめーる」
（災害情報）

防災行政無線
（J-ALERT）

デジタルサイネージ
「でじなびくん」
災害情報発信

災害情報
----------

---
----------

---
----------

---
----------

---

市ホームページ
緊急情報専用ページ

市 民

職員参集メール

市公共施設
公衆無線LAN（Wi-Fi)
災害時無料開放

■  電子媒体を活用した災害情報等の発信方法  
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第７節  教育の情報化  

 

教育の情報化については、平成２０年（ 2008 年）８月に、教育委員

会及び市内小・中学校１７校をネットワークで接続し、センターサー

バ運用管理による情報セキュリティ対策を行っています。すべての学

校で、同一環境による効率的で利便性の高い「市教育情報ネットワー

ク」の運用を開始し、教職員の事務を軽減するための運用システムの

整備と、児童・生徒が教材として使用する共通素材等の管理を行って

います。  

 

学校で使用するパソコンは、大きく分けて３種類の用途に分かれて

います。ひとつは教職員が一般的な校務として使用するパソコン、も

うひとつは、児童・生徒が各教室で使用する校内ＬＡＮ 4 7用パソコン、

そして最後にコンピュータ教室で使用するパソコンとなります。  

以前は、これらのパソコンはＯＳが不統一で更改時期もことなって

いたことから、管理面においても負担が多く、また、児童・生徒を指

導する教職員側もＯＳが相違していることで大変苦慮していました。 

このため、市教育情報ネットワーク構築後には、市内小中学校１７

校を３グループに分けて５～６年程度の周期で学校ごとに一斉にパ

ソコンを更新整備できるよう見直しを行いました。  

 

今後は、この基礎的な情報基盤を利用して校務を支援するための各

種システム整備や、児童・生徒が活用する教材等の導入や、センター

サーバの更新時期に合わせたクラウドサービスの活用、運用するシス

テムのＡＳＰサービスへの移行推進など、効率的で経費負担の少ない

運用形態を検討していく必要があります。  

 

 

  

 
                                                           
4 7 校 内 LAN:校 内 に あ る コ ン ピ ュ ー タ や プ リ ン タ 等 を ケ ー ブ ル に よ っ て 接 続 し た ネ ッ ト ワ ー

ク の こ と で 、 生 徒 は 自 分 の 教 室 に い な が ら 、 他 の 教 室 の 生 徒 が 作 成 し た デ ー タ な ど を 見 る

こ と が で き る 。  
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四街道中

 

旭中

 

千代田中

 

四街道西中

 

四街道北中

 

四街道小

 

旭小

 

南小

 

中央小

 

大日小

 

八木原小

 

四和小

 

山梨小

 

みそら小

 

栗山小

 

和良比小

 

吉岡小

 

第二庁舎

学校内（校内LAN）

データセンター

 

インターネット

教員用

コンピュータ教室用

児童・生徒用 

■  市教育情報ネットワーク構成図  
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第 1 節  基本目標１  魅力あるまちづくりのための情報化  

 

第 2 節  基本目標 2 行政サービス向上のための情報化  

 

第 3 節  基本目標 3 効率的な行政運営のための情報化  

 

第 4 節  基本目標 4 人材育成・情報セキュリティ対策  

 

 

  

第４章 情報化施策の基本目標  
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本計画はＩＴを有効に活用し、行政と市民が情報を共有しあい、協働

して魅力あるまちづくりを行うとともに、行政サービスの向上及び行政

事務の効率化・高度化を図る手段として、情報化施策を総合的・計画的

に推進していくものです。  

このため、第８次情報化推進計画では前期計画の基本目標を踏襲し、

継続することとします。  

 

第１節  基本目標１  

魅力あるまちづくりのための情報化  

 

伝統行事やまつりなどの魅力ある風景をデジタル化し、市の認知度

向上を図るとともに、行政と市民が情報を共有し合い、市民が市への

愛着や誇りを持ち続けることができる魅力あふれるまちづくりを行

うための情報化を進めます。  

また、ＩＴ活用による市民との協働・市民活動の支援や、地域づく

りにおける各種団体等とのネットワーク強化のための情報化を進め、

更なる地域コミュニティの活性化を図ります。  

 

 

第２節  基本目標 2 

行政サービス向上のための情報化  

 

行政手続の簡素化による利便性向上を図るため、マイナンバー制度

を活用した電子申請等の行政手続の情報化を推進し、利便性の高い行

政サービスの充実を図ります。  

また、通信回線を複線化して災害時に利用できる環境の整備を進め

ます。  
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第３節  基本目標 3 

効率的な行政運営の ための情報化  

 

多様化する行政運営を円滑に進めるためには、業務改善を繰り返し

行いながら、限られた財源の中でＩＴを有効に活用し、その効果を最

大限発揮できるよう情報化を進めます。  

また、無料のオープンソースのオフィスソフトを活用して経費の削

減を図るとともに、モバイル端末の活用等も視野に、効率的な行政事

務の運用を推進します。  

本市では、今後とも資産を保有しないクラウドサービスを活用した

情報基盤整備を進め、行政サービスの質的向上及び業務の継続性を確

保します。  

 

 

第４節  基本目標 4 

人材育成・情報セキュリティ対策  

 

職員のＩＴ化への理解と意識向上を図り、業務改善を繰り返し検討

しながら推進することで最大限の効果を発揮するため、職員の情報化

に対する意識の啓発や情報リテラシーの向上を図るとともに、情報施

策に関してリーダーシップを発揮できる人材を育成します。  

また、電子自治体を進める中で、市民への信頼を失うことがないよ

う、情報管理の徹底を図り、内部での情報漏えいを防止するため、職

員への情報セキュリティ研修を繰り返し実施するとともに、四街道市

情報セキュリティポリシーの遵守徹底を図り、情報セキュリティ対策

の向上に努めます。  
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第 1 節  基本目標１  魅力あるまちづくりのための情報化  

 

第 2 節  基本目標 2 行政サービス向上のための情報化  

 

第 3 節  基本目標 3 効率的な行政運営のための情報化  

 

第 4 節  基本目標 4 人材育成・情報セキュリティ対策  
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基本目標・事業名 区分 

第 1 節 基本目標１ 魅力あるまちづくりのための情報化  

第 1 項 コンテンツの充実  

1-1-1 ＰＲコンテンツの充実 継続（変更） 

第 2 項 地域コミュニティの活性化  

 1-2-1 市民活動及び地域づくり支援に関する情報化 継続 

 1-2-2 教育ウェブサイトの充実 継続 

第 3 項 学習環境の情報化  

 1-3-1 市内小・中学校パソコン等情報機器の整備 継続 

 1-3-2 教育情報ネットワークの再構築 継続 

第 2 節 基本目標２ 行政サービス向上のための情報化  

第 1 項 便利で質の高い行政サービスの提供  

 2-1-1 電子申請システムの見直し 継続 

 2-1-2 各種証明書（住民票・印鑑証明等）交付サービスの充実 継続 

第 2 項 安心な暮らしを支える情報化  

 2-2-1 消防業務支援システムの導入 継続 

 2-2-2 公衆無線ＬＡＮ(Ｗｉ-Ｆｉスポット)の整備 継続 

 2-2-3 避難行動要支援者台帳管理システムの導入 新規 

第 3 節 基本目標 3 効率的な行政運営のための情報化  

第 1 項 行政事務の効率化  

 3-1-1 文書管理システムの導入 継続 

 3-1-2 オープンソースの活用 継続 

 3-1-3 タブレット端末を活用した会議システムの導入 継続 

 3-1-4 イントラネット共通認証基盤の導入 継続 

 3-1-5 備品管理システムの構築 新規 

 3-1-6 地図情報管理・共有事務（簡易型ＧＩＳ）の運用最適化 新規 

第 2 項 基幹業務システムの整備  

 3-2-1 国民健康保険給付支援システムの導入 継続 

 3-2-2 戸籍システムの更改 新規 

 3-2-3 滞納管理システム改修事業 新規 

 3-2-4 介護保険等業務にかかる回線高速化 新規 

 3-2-5 介護保険事業者台帳システムの導入 新規 

 3-2-6 幼稚園奨励費補助金システムの導入 新規 
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  3-2-7 選挙事務関係システムの調査・検討 新規 

第 3 項 マイナンバー制度への対応  

 3-3-1 健康管理システムのマイナンバー制度への対応 継続 

 3-3-2 生活保護システムのマイナンバー制度への対応 継続 

 3-3-3 マイナンバーカードの利活用 新規 

第 4 項 個別業務システムの整備  

 3-4-1 ネットワーク型図書館管理システムの導入 継続 

 3-4-2 財務会計システムへの公会計対応機能導入 新規 

 3-4-3 レセプト管理システム再構築 新規 

 3-4-4 建築積算システムの導入 新規 

 3-4-5 適切な源泉徴収票発行のための情報化 新規 

 3-4-6 ＯＣＲ読込編集システムの更改 新規 

 3-4-7 企業会計システムの導入 新規 

第 4 節 基本目標 4 人材育成・情報セキュリティ対策  

第 1 項 情報リテラシー向上  

 4-1-1 電子自治体構築のための人材育成 継続 

 4-1-2 情報化教育の技術向上 継続 

 4-1-3 市民の情報リテラシー向上 継続 

第 2 項 情報セキュリティ対策  

 4-2-1 情報セキュリティの確保 継続 

 4-2-2 情報セキュリティ強化のための人材育成 継続 

 4-2-3 情報セキュリティ診断の実施 継続 

 4-2-4 マイナンバー利用事務系における二要素認証対応 新規 

 4-2-5 自治体情報システム強靭性の向上 新規 

 

新規事業  継続事業  全体事業  

１８事業  ２３事業  ４１事業  
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第１節  基本目標 1 

魅力あるまちづくりのための情報化  

第１項  コンテンツの充実  

 

  

事 業 名  1-1-1  ＰＲコンテンツの充実  □新  規  ■継  続  

担 当 部 署  シティセールス推進課  

事 業 内 容  

市の魅力ある動画 、写真等を配信するとともに、スマートフォンやタブレット

端末等にも対応できるようにしホームページのアクセス数を増やします。また、

市の認知度向上と多 くの方に市の魅力を知ってもらうためのプロジェクト「ドラ

マチック四街道プロジェクト」のプロモーションビデオを配信するほか、他 の事

業とも連携した動画配信を実施します。  

計 画 状 況  

平成 28 年度  平成 29 年度  

実施  運用  

指 標 ・ 目 標 値  指 標 ・ 目 標 値  

ホームページアクセス数 （トップペ

ージ）・年 /295 ,000  

ホームページアクセス数 （トップペー

ジ）・年 /310 ,000 
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第２項  地域コミュニティの活性化  

 

事 業 名  1-2-1  市民活動及び地域づくり支援に関する情報化  □新  規  ■継  続  

担 当 部 署  シティセールス推進課  

事 業 内 容  

みんなで地域づくりセンターにおいて、地域づくり情 報の収集 、発 信 を行

い、市民、市民団体等の地域づくり活動において活用を促し、地域コミュニテ

ィの活性化を図ります。  

また、収集した市民団体情報を、みんなで地域づくりセンターホームページ

に掲載し、市民 ・市民団体 ＰＲを図るとともに、市民 ・市民団体間の情報共有

ツールとして活用します。  

計 画 状 況  

平成 28 年度  平成 29 年度  

実施  実施  

指 標 ・ 目 標 値  指 標 ・ 目 標 値  

掲載団体＝６７団体  掲載団体＝７０団体  

 

事 業 名  1-2-2  教育ウェブサイトの充実  □新  規  ■継  続  

担 当 部 署  教育総務課、指導課  

事 業 内 容  

教育委員会全体のウェブサイトの運営管理については、市 と同様にＣＭＳ

を導入 して、教育 ウェブサイトの充実を図 ります。また、市内 ・中学校 １７校の

ウェブサイトを設置 し、それぞれの学校より情報 を発信 していますが、各学校

のウェブサイトは、必ずしも保護者や地域の方が求める情報が十分に提供 さ

れていない場合があります。今後は、「（学 校用 ）ホームページ運用指針 （仮

称 ）」を整備するとともに、各学校が情報伝達ツールとしてホームページの内

容の充実と情報の更新を適切に実施するよう指導 ・助言していきます。  

計 画 状 況  

平成 28 年度  平成 29 年度  

調査 ・検討  実施  

指 標 ・ 目 標 値  指 標 ・ 目 標 値  

運用指針作成   
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第３項  学習環境の情報化  

 

事 業 名  1-3-1  市内小 ・中学校パソコン等情報機器の整備  □新  規  ■継  続  

担 当 部 署  指導課  

事 業 内 容  

平成 ２０年 度に構築 した教育情報ネットワークをもとに、平成 ２１年 度 、平

成 ２３年度に校務用パソコンを整備し、校務に関する効率化 を図 りました。以

降 、児童生徒用の無線 ＬＡＮを整備するとともに、タブレット型パソコンを平成

２４年度に中学校 、平成 ２６年度に小学校に導入 しました。また、平成 ２６年

度に、小学校の校務用パソコン及びコンピュータ室のパソコン等 機器入替を

行 うなど、ＩＣＴ教育の環境整備を継続しているところです。  

今後は、中学校の校務用パソコンの入替等を行 うとともに、将来的なクラウ

ド構築に向けた教育情報ネットワーク全体の再構築方針の検討を行います。  

計 画 状 況  

平成 28 年度  平成 29 年度  

調査 ・検討  実施  

指 標 ・ 目 標 値  指 標 ・ 目 標 値  

 
中学 校校 務用 パソコン入 替 １６０台

中学校生徒用タブレット導入 ２００台  
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事 業 名  1-3-2  教育情報ネットワークの再構築  □新  規  ■継  続  

担 当 部 署  指導課  

事 業 内 容  

教育情報ネットワーク構築の一部として、校務の効率化と情報共有化のた

めに、教員用パソコンの整備やグループウェアの導入等を実施 してきました。

今後は、センターサーバの入替を行い、ハウジング方式からホスティング方式

へと移行 します。また、グループウェアの活用のあり方や、ＡＳＰ・クラウドといっ

たサービス形態への移行など、システム全体の見直 しも視野に入れ、学校現

場にとって、より効果的な再構築を検討していきます。  

平成２８年度からは、グループウェアの更新と同時に校務支援システムを導

入し、効果的な運用方法についても検討していきます。  

計 画 状 況  

平成 28 年度  平成 29 年度  

一部実施  実施  

指 標 ・ 目 標 値  指 標 ・ 目 標 値  

校務支援システム  

システム構築 ８０％・部分稼動４０％  

校務支援システム  

システム構築 １００％・稼動 １００％  
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第２節  基本目標２  

行政サービス向上のための情報化  

第１項  便利で質の高い行政サービスの提供  

 

事 業 名  2-1-1  電子申請システムの見直し  □新  規  ■継  続  

担 当 部 署  情報推進課  

事 業 内 容  

市では、住民票の写しや税務証明書等の交付申請予約や、各事業にお

ける意見提出手続など、一部の行政手続について市ホームページの一部機

能である電子申請 （予約 ）機能を活用してサービスを提供しています。  

今後は、市民にとっての利便性の向上 、また職員にとっての業務効率化

のため、電子申請可能な行政手続の登録拡大を図り、電子申請システムの

利活用を推進していきます。  

計 画 状 況  

平成 28 年度  平成 29 年度  

実施  実施  

指 標 ・ 目 標 値  指 標 ・ 目 標 値  

申請の電子化＝１５件  申請の電子化＝２０件  

 

事 業 名  
2-1-2  各種証明書 （住民 票 ・印 鑑 証明等 ）交 付 サ

ービスの充実  
□新  規  ■継  続  

担 当 部 署  窓口サービス課  

事 業 内 容  

平成２８年 １月からマイナンバー制度が導入されることに伴い、従来の住

民基本台帳カード（ＩＣカード）に加えマイナンバーカード（ＩＣカード）の普及が

見込まれます。市においても、市民への利便性向上を図るため、窓口以外

の場所におけるＩＣカード利用した各種証明書 （住民票、印鑑証明等 ）の交

付サービスについて、調査 ・検討を行います。  

計 画 状 況  

平成 28 年度  平成 29 年度  

調査 ・検討  調査 ・検討  

指 標 ・ 目 標 値  指 標 ・ 目 標 値  
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第２項  安心な暮らしを支える情報化  

 

事 業 名  2-2-1  消防業務支援システムの導入  □新  規  ■継  続  

担 当 部 署  消防本部総務課  

事 業 内 容  

消防業務支援システムは、消防本部庁舎及び各分署を光ファイバー接

続により、ネットワーク化 し、消防業務における事務の効率化 、情報の共有

化を図 ることを目的 としています。現システムの概要 としては、消防職 員 ・消

防 団員 の管理 、被 服等貸与品 の管理 、救 急事案及び統計の管理 など、

様々な管理を行っています。  

しかし、消防団管理において、現在のシステムでは、国表を含む各種統計

調査に対応 していないため、データ管理が難 しいこと、また手作業にて処理

をしていることから、職員の事務負担に繋がっている状況です。今後は、シス

テムのバージョンアップまたは新規導入を検討します。更には、各管理システ

ムにおいても利用形態に合わせ最適な管理が出来るよう整備します。  

計 画 状 況  

平成 28 年度  平成 29 年度  

調査 ・検討  調査 ・検討  

指 標 ・ 目 標 値  指 標 ・ 目 標 値  
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事 業 名  2-2-2  公衆無線 LAN（Wi-F i スポット）の整備  □新  規  ■継  続  

担 当 部 署  情報推進課  

事 業 内 容  

市では、住民サービスの向上 と災害時の情報 インフラの複線化を確保す

るため、事業者が提供する公衆無線 LAN（Wi-F i スポット）を各公共施設 （１

６施設 ）に設置 しています。現在は、ソフトバンク、 au、Wi-F i スクエアを利用

できますが、その他の事業者の公衆無線 LAN（Wi-F i スポット）についても調

査を進めます。また、公衆無線 LAN の活用方法、社会情勢や要望の変化

に合わせ、さまざまな視点から検討を行います。  

計 画 状 況  

平成 28 年度  平成 29 年度  

調査 ・検討  調査 ・検討  

指 標 ・ 目 標 値  指 標 ・ 目 標 値  

  

 

事 業 名  2-2-3  避難行動要支援者台帳管理システムの導入  ■新  規  □継  続  

担 当 部 署  危機管理室  福祉政策課  障害者支援課  高齢者支援課  

事 業 内 容  

市では、災害対策基本法 （昭和 ３６年法律第 ２２３号 ）の改正に伴い「四

街道市避難行動要支援者避難支援全体計画 」（平成 ２７年 ３月 ）を策定し

ました。これを受け、緊急時 、災害時において一定の基準にあてはまる要支

援者の名簿作成、管理を行います。  

システム導入については、複数担当課におけるリアルタイムでのデータ連

携を図 り、災害時における避難行動要支援者支援のための台帳の実効性

を確保することが目的です。複数のシステムから抽出 したデータ及び紙媒体

でのデータを照合し、台帳の作成 ・管理を行 う必要があるため、システム導入

による有効性、効果等の調査 ・検討を進めます。  

計 画 状 況  

平成 28 年度  平成 29 年度  

調査 ・検討  調査 ・検討  

指 標 ・ 目 標 値  指 標 ・ 目 標 値  
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第３節  基本目標 3 

効率的な行政運営のための情報化  

第１項  行政事務の効率化  

 

事 業 名  3-1-1  文書管理システムの導入  □新  規  ■継  続  

担 当 部 署  総務課  

事 業 内 容  

文書管理は、ボックスファイリングを中心に、文書引継ぎ事務や文書目録

作成事務を行 うため、Eｘｃｅ ｌを活用した電子化を図っています。  

今後は、より効率的な事務を行 うため、文書発生時から保存 ・廃棄までの

一元管理や情報公開手続等を行 うことができる文書管理システムの導入に

ついて検討します。  

計 画 状 況  

平成 28 年度  平成 29 年度  

調査 ・検討  
一部実施 （電子決裁機能以外の

文書管理システム導入 ）  

指 標 ・ 目 標 値  指 標 ・ 目 標 値  

  

 

事 業 名  3-1-2  オープンソースの活用  □新  規  ■継  続  

担 当 部 署  情報推進課  

事 業 内 容  

市では、平成 ２５年にオープンソースソフトウェアのオフィスソフトである

Lib reOf f i c eを試験的に導入し、平成 26年度からMicroso f tOf f i c eとの併用運

用を開始しました。  

今後とも効率的な事務を実現するため、必要なMicroso f tOf f i c eライセンス

の管理を徹底し、ソフトウェア導入経費を抑制するとともに持続的なオープン

ソースの利用を図ります。  

計 画 状 況  

平成 28 年度  平成 29 年度  

運用  運用  

指 標 ・ 目 標 値  指 標 ・ 目 標 値  

オープンソース導入＝300 オープンソース導入＝300 
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事 業 名  3-1-3  タブレット端末を活用した会議システムの導入  □新  規  ■継  続  

担 当 部 署  情報推進課  

事 業 内 容  

庁内における各種会議 の資料は、これまでは紙 を中心 に行 われています

が、それら作成に係る事務負担も少なくありません。  

今後は、使用する資料等のコピー代 ・用紙代 ・廃棄等のコストや、会議準

備の労力を削減し、業務の効率化を図るため、タブレット端末の導入とそれに

係る会議システムの整備を行います。  

また、会議のほか、住民を対象 とする窓口業務等においても紙等での説明

からタブレット端末を用いた視覚効果の高い説明方法 を用いることで、これま

で以上に市民サービスの向上を図ります。  

計 画 状 況  

平成 28 年度  平成 29 年度  

調査 ・検討  一部実施  

指 標 ・ 目 標 値  指 標 ・ 目 標 値  

 40 台  

 

事 業 名  3-1-4  イントラネット共通認証基盤の導入  □新  規  ■継  続  

担 当 部 署  情報推進課  

事 業 内 容  

イントラネットのクラウド化 、運用システムのＡＳＰ化が進んでいることから認証

基盤の統合が難 しい状況 となっています。平成 ２７年 度には、自治体情報セ

キュリティ対策検討チームによる自治体情報セキュリティ緊急強化対策や、自

治体情報システム強靭化モデルによるセキュリティ強化への対応が始まりまし

た。これにより、認証方法そのものを市全体で検討する必要があるため、強靭

化対応モデルへの対応 、共通性を踏まえた上で、全庁的に付加価値の高い

共通認証基盤の調査 ・検討を進めます。  

計 画 状 況  

平成 28 年度  平成 29 年度  

調査 ・検討  調査 ・検討  

指 標 ・ 目 標 値  指 標 ・ 目 標 値  
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事 業 名  3-1-5  備品管理システムの構築  ■新  規  □継  続  

担 当 部 署  管財課  

事 業 内 容  

備品管理に関しては、各課で紙媒体による備品台帳を作成し、備品の異

動等があった際には、各課の備品台帳を修正 ・追加 し、そのコピーを管財課

と会計課に提出する手続 きとなっております。紙媒体のため多大な作業時間

を要する状態になっており、電子化による効率的な管理が必要 となっていま

す。今後は、紙媒体での台帳のデータ移行 、フォーマットや運用管理方法等

を踏まえ、システムの調査 ・検討を進めます。  

計 画 状 況  

平成 28 年度  平成 29 年度  

調査 ・検討  調査 ・検討  

指 標 ・ 目 標 値  指 標 ・ 目 標 値  

  

 

事 業 名  
3-1-6  地図情報管理 ・共有事務 (簡易型 GIS )の  

運用最適化  
■新  規  □継  続  

担 当 部 署  情報推進課  

事 業 内 容  

市では固定資産管理 、下水道台帳管理等の個別 ＧＩＳを導入 しているほ

か、庁内で簡易的に地図利用業務を行 う目的で地図台帳管理支援サービ

スをＡＳＰ方式にて導入 ・活用しています。  

この運用については、平成 ２６年度から運用を開始したイントラネットの仮想

端末環境 （WindowsServer ）をサポートしていないため、運用継続が難 しいこ

と、また同環境での機能 ・性能面での不足が発生 していることなどから、新た

な環境及び業務運用に即 し、かつコストメリットの高 いシステムへの移行を検

討 します。移行に際 しては、平成 ２７年度に課税課で統合型 ＧＩＳとして利用

可能なシステム再構築を行っていることもあり、このような既存データ等の資産

を有効活用できるような構成検討を行い、コスト最適化を図ります。  

計 画 状 況  

平成 28 年度  平成 29 年度  

一部実施  運用  

指標 ・目標値  指 標 ・ 目 標 値  
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第２項  基幹業務システムの整備  

 

事 業 名  3-2-1  国民健康保険給付支援システムの導入  □新  規  ■継  続  

担 当 部 署  国保年金課  

事 業 内 容  

現在、資格及び国保税の管理はシステム化ができていますが、療養費など

の給付事務については、一部を除き（療養費については H27.11 導入、返納

金については H27.12 からテスト稼動 ）、システム化ができていない状況です。

事務を効率的かつ正確に処理するため、給付事務をサポートするシステムを

導入 ・整備します。  

導入することにより、被保険者 ごとに台帳管理ができ、適正な管理 、市民

サービスの向上を図 ります。  

計 画 状 況  

平成 28 年度  平成 29 年度  

一部実施 ・調査検討  実施  

指 標 ・ 目 標 値  指 標 ・ 目 標 値  

過誤による返納金件数＝６００件  
葬祭費１７０件 、人間ドッグ１１００件  

出産育児一時金１２０件  

 

事 業 名  3-2-2  戸籍システム機器の更改  ■新  規  □継  続  

担 当 部 署  窓口サービス課  

事 業 内 容  

前回のシステム更新から平成 ２９年 １月で５年経過することとなり、機器の経

年劣化等によるリスクが見込まれます。そのため、戸籍システムの機器を更新

し、安定した窓口サービスを市民に提供します。  

 

計 画 状 況  

平成 28 年度  平成 29 年度  

実施  運用  

指 標 ・ 目 標 値  指 標 ・ 目 標 値  
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事 業 名  3-2-3  滞納管理システム改修事業  ■新  規  □継  続  

担 当 部 署  収税課、滞納管理システム利用部署  

事 業 内 容  

現在 、差押 を執行 している滞納者の正確な未納額 を確認するためには、

紙媒体等を用いた職員の目視による確認が必要ですが、かかる事務は職員

の事務の増大や人的 ミスの発生を招 く危険を伴 う非合理なものです。そこで、

滞納管理システムの未納明細画面において、一見して視覚的に未納額を確

定できるよう、差押執行済の債権について税目や期別等を色分けするように

改修を行 うものです。  

この改修により、未納額の迅速かつ正確な確認が可能 となり、納税者をお

待たせする時間の短縮や、延滞金の確実な徴収 、完納者に対する速やかな

差押解除等に資することができます。  

計 画 状 況  

平成 28 年度  平成 29 年度  

実施  運用  

指 標 ・ 目 標 値  指 標 ・ 目 標 値  

差押に費やす確認作業時間  

年間７５時間短縮  
 

 

事 業 名  3-2-4  介護保険等業務にかかる回線高速化  ■新  規  □継  続  

担 当 部 署  高齢者支援課、障害者支援課  

事 業 内 容  

介護保険法及び障害者総合支援法に基づく福祉サービスの審査事務に

ついては、千葉県国民健康保険団体連合会へ事務委託を行って運用 して

います。今後 、審査業務の機能拡充やＩＳＤＮ回線が２０２５年 に廃止予定で

あることなどから、平成 ２８年度中に千葉県国民健康保険団体連合会との伝

送回線を切り替え、高速化します。  

計 画 状 況  

平成 28 年度  平成 29 年度  

実施  運用  

指 標 ・ 目 標 値  指 標 ・ 目 標 値  

７月に回線工事の実施。  

１０月より運用を開始する。  
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事 業 名  3-2-5  介護保険事業者台帳システムの導入  ■新  規  □継  続  

担 当 部 署  高齢者支援課  

事 業 内 容  

通所介護サービス事業所の指定は県が行 う事務 となっていますが、平成 ２

８年 ４月 より小規模な通所介護サービス事業所については、市町村において

事業所指定 ・監督等を行 う地域密着型サービス事業所へと移行されます。  

現在の地域密着型サービス事業所は件数が少ないことから、エクセル等に

より管理 ・運用 していましたが、この制度改正に伴い、千葉県国民健康保険

団体連合会への事業所台帳の送付 、都道府県からの事業所情報の受け取

り、都道府県から必要書類、指導監査の方法や事業所に関する情報の引き

継ぎといった業務を行 うことが考 えられることから、システム化による運用 を調

査 ・検討します。  

計 画 状 況  

平成 28 年度  平成 29 年度  

調査 ・検討  調査 ・検討  

指 標 ・ 目 標 値  指 標 ・ 目 標 値  

  

 

事 業 名  3-2-6  幼稚園奨励費補助金システムの導入  ■新  規  □継  続  

担 当 部 署  こども保育課  

事 業 内 容  

これまで、手作業で確認 を行い、市職員の作成 したシステムを利用 して事

務処理を行っていました。  

システムを導 入することで、市 民 税 、住 民記録データとの照 合 、データ管

理 、リスト、決定通知書の作成を行い、事務作業の効率化 、簡素化を図 りま

す。また、より正 確で円滑な事務作業 を行 うことで、幼稚園等や保護者の負

担を軽減し、スムーズな支給につなげます。  

計 画 状 況  

平成 28 年度  平成 29 年度  

調査 ・検討  実施  

指 標 ・ 目 標 値  指 標 ・ 目 標 値  
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事 業 名  3-2-7  選挙事務関係システムの調査 ・検討  ■新  規  □継  続  

担 当 部 署  選挙管理委員会事務局  

事 業 内 容  

現在 、名簿管理システムにより、適正な名簿管理を行っています。また、期

日前投票システム及び当日投票システムを導入 し、各選挙において同システ

ムを活用することで投票受付事務の迅速化を図っています。  

今後は、選挙制度の改正などにも即時に対応するとともに、効率化を図 る

ため各種システムの調査 ・検討を行います。  

また、選挙時の開票作業において、開被分類を更に機械化することで開票

の迅速化を図り、時間の短縮に努めます。  

計 画 状 況  

平成 28 年度  平成 29 年度  

調査 ・検討  調査 ・検討  

指 標 ・ 目 標 値  指 標 ・ 目 標 値  
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第３項  マイナンバー制度への対応  

 

事 業 名  
3-3-1  健康管理システムのマイナンバー制度への  

対応  
□新  規  ■継  続  

担 当 部 署  健康増進課  

事 業 内 容  

健康管理システムのマイナンバー制度への対応については、平成 ２６年度

に検討を行い、平成 ２７年 ７月から順次改修作業を開始 していますが、全国

的な情報連携ネットワークに参加するための総合運用テストは、平成 ２８年度

中に行われる予定のため、その準備及びテストの実施や、その後の調整作業

等を引き続き平成 ２８年度に実施します。  

計 画 状 況  

平成 28 年度  平成 29 年度  

実施  運用  

指 標 ・ 目 標 値  指 標 ・ 目 標 値  

  

 

事 業 名  
3-3-2  生活保護システムのマイナンバー制度への  

対応  
□新  規  ■継  続  

担 当 部 署  生活支援課  

事 業 内 容  

平成 ２７年度にマイナンバー制度への対応として、表示機能 （画面 ・帳票 ）

の追加 、マイナンバーでの検索機能追加 、データベースのデータ項目の追加

を行いました。引 き続 き宛名管理システムとの連携構築を行い、マイナンバー

制度への対応を進めます。  

 

計 画 状 況  

平成 28 年度  平成 29 年度  

実施  運用  

指 標 ・ 目 標 値  指 標 ・ 目 標 値  
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事 業 名  3-3-3  マイナンバーカードの利活用  ■新  規  □継  続  

担 当 部 署  行革推進課 ・情報推進課 ・全所属  

事 業 内 容  

平成２８年 １月からマイナンバー制度が導入されたことに伴い、条例で定め

るところにより、マイナンバーカードに搭載 されたＩＣチップの空 き容量を多目

的に利用できることから、全庁的な取 り組みとして、市民サービスの向上 とな

る有効利用について調査 ・検討を行います。  

計 画 状 況  

平成 28 年度  平成 29 年度  

調査 ・検討  調査 ・検討  

指 標 ・ 目 標 値  指 標 ・ 目 標 値  

  

 

  



第 5 章 情報化の具体的な施策 

 

 

 
67 

 
  

第４項  個別業務システムの整備  

 

事 業 名  3-4-1  ネットワーク型図書館管理システムの導入  □新  規  ■継  続  

担 当 部 署  指導課  

事 業 内 容  

各小学校には平成 １９年度から学校図書館システムを順次導入し、児童

の学校図書館利用の向上 と、効率的 ・効果的な蔵書管理に努めてきまし

た。しかし、中学校には現在までシステムがなく、紙媒体での蔵書管理や手

作業による貸出業務がなされ、効率的な蔵書管理が課題となっていました。

そこで、既存システムの老朽化対策と合わせ、小 ・中学校へ統一のシステム

を導入することにより、作業の効率化を図 ると共に、学校間のネットワーク連

携を行い、読書活動の活性化を図ります。  

計 画 状 況  

平成 28 年度  平成 29 年度  

一部実施  運用  

指 標 ・ 目 標 値  指 標 ・ 目 標 値  

貸し出し冊数の向上  

小学校３０冊以上  

中学校１０冊以上  

貸し出し冊数の向上  

小学校３０冊以上  

中学校１０冊以上  
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事 業 名  3-4-2  財務会計システムへの公会計対応機能導入  ■新  規  □継  続  

担 当 部 署  財政課  

事 業 内 容  

国の政策により、原則 として平成 ２７年度から平成 ２９年度までの３年間で

全ての地方公共団体において統一的な基準による財務書類等を作成する

こととされたため、財務書類等作成のための公会計対応は不可欠な事業と

なっています。地方公共団体における財務書類等の作成に係る統一的な

基準 を設定することで、①発生主義 ・複式簿記の導入 、②固定資産台帳

の整備 、③比較可能性の確保を推進します。これらを現行の財務会計シス

テムのへの機能拡張で対応することにより、コスト及び運用への影響を最小

限に抑えて実施します。  

計 画 状 況  

平成 28 年度  平成 29 年度  

実施  運用  

指 標 ・ 目 標 値  指 標 ・ 目 標 値  

平 成 ２７年 度 決 算 の財 務 書 類

等を作成  

平成 ２８年度決算の財務書類等を

作成  
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事 業 名  3-4-3  レセプト管理システム再構築  ■新  規  □継  続  

担 当 部 署  生活支援課  

事 業 内 容  

クライアントサーバ方式により同システムを運用しているところですが、導入

以来 ５年目 を迎 え、クライアント端末及び請求端末のＯＳサポート保守が終

了間近 となること、またハードウェアの保守部品の調達困難等が見込まれる

ことから、新たにシステムの再構築を行います。  

計 画 状 況  

平成 28 年度  平成 29 年度  

実施  運用  

指 標 ・ 目 標 値  指 標 ・ 目 標 値  

  

 

事 業 名  3-4-4  建築積算システムの導入  ■新  規  □継  続  

担 当 部 署  建築課、教育総務課  

事 業 内 容  

表計算 ソフトを利用 して営繕積算業務を実施 しており、設計書を作成す

るには、共通費算定計算式の入力 、積上げ計算式の入力などを全て手入

力で実施しており、これらの業務は予算に直結するため錯誤等無いようチェ

ック等 、多大な時間を費やしています。このため設計本来の目的である設計

内容の確認作業が充分に取れないのが現状です。営繕積算システムを導

入し、設計内訳書を作成する事務の削減ならびに正確性の向上を図 り、人

件費の削減にもつなげます。設計内容の精査検討に割 く時間が現状より多

く取れることにより、各施設のランニングコストの削減にも寄与することができま

す。  

計 画 状 況  

平成 28 年度  平成 29 年度  

実施  実施  

指 標 ・ 目 標 値  指 標 ・ 目 標 値  

設計積算件数１００件  設計積算件数 １００件  
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事 業 名  3-4-5  適切な源泉徴収票発行のための情報化  ■新  規  □継  続  

担 当 部 署  会計課  

事 業 内 容  

マイナンバー制度の施行により、源 泉徴収票へのマイナンバーの記載が

必須となります。既存の源泉徴収票作成システムでは対応できないことから、

現在導入されている財務会計システムに源泉徴収票発行機能を追加導入

することで、マイナンバー法に適応 した源泉徴収票発行を可能にするもので

す。  

計 画 状 況  

平成 28 年度  平成 29 年度  

実施  運用  

指 標 ・ 目 標 値  指 標 ・ 目 標 値  

  

 

事 業 名  3-4-6  OCR 読込編集システムの更改  ■新  規  □継  続  

担 当 部 署  会計課  

事 業 内 容  

これまでＯＣＲ読込編集システムを利用 し、各種市税等に係 る歳入の適

切な処理に役立ててきましたが、経年による劣化が見られるようになりました。  

今後 もＯＣＲ読込編集システムを利用 していくにあたり、システムの更新ま

たはリース契約によるシステムの刷新 を図 り、業務の円滑な遂行につなげて

いきます。  

計 画 状 況  

平成 28 年度  平成 29 年度  

実施  運用  

指 標 ・ 目 標 値  指 標 ・ 目 標 値  
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事 業 名  3-4-7  企業会計システムの導入  ■新  規  □継  続  

担 当 部 署  下水道課  

事 業 内 容  

総務省は平成 ２７年度から平成 ３１年度までを公営企業会計適用の集中

取組期間としており、下水道事業については特に公営企業会計を適用する

必要性が高い事業であることから、重点事業として位置づけ、遅 くとも平成 ３

２年度予算 ・決算までに可能な限り移行するよう求めています。市においても

持続的な下水道事業 を行 うため企業会計の導入 を決定 しました。企業会

計に変わることにより、現行の特別会計方式の単式簿記から、企業会計方

式の複式簿記となり、これに対応した企業会計システムの導入を行 う必要が

あります。  

計 画 状 況  

平成 28 年度  平成 29 年度  

実施  運用  

指 標 ・ 目 標 値  指 標 ・ 目 標 値  
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第４節  基本目標 4 

人材育成・情報セキュリティ対策  

第１項  情報リテラシー向上  

 

事 業 名  4-1-1  電子自治体構築のための人材育成  □新  規  ■継  続  

担 当 部 署  情報推進課  

事 業 内 容  

主に新規に採用される職員及び外部から出向となる職員を対象としたグル

ープウェア操作研修を行い、ＩＴ活用による業務効率化を図ります。  

また、集合研修以外の方法として、ネットワークを利用し、自席端末におい

て受講可能な e ラーニング等を活用し、経費の削減を図り、費用対効果が高

い研修の検討を進めていきます。  

計 画 状 況  

平成 28 年度  平成 29 年度  

実施  実施  

指 標 ・ 目 標 値  指 標 ・ 目 標 値  

研修参加人数＝１５０人  研修参加人数＝１５０人  

 

事 業 名  4-1-2  情報化教育の技術向上  □新  規  ■継  続  

担 当 部 署  指導課  

事 業 内 容  

各学校において、コンピュータやその他のＩＣＴ機器を有効に活用 して、魅

力ある授業展開ができる教員を増やすための研修の充実を図ります。  

また、市主催の研修会 としてコンピュータを活用 した校務の遂行 、授業で

の活用 、セキュリティに関する内容等の研修を実施 します。特 に、市内統合

型の校務支援システム導 入にあたり、教育 情報ネットワークのシステム全 体

像 、グループウェアの運用や活用にあたってのルール等について、これまで以

上に周知と活用を図るための研修を実施していきます。  

計 画 状 況  

平成 28 年度  平成 29 年度  

実施  実施  

指 標 ・ 目 標 値  指 標 ・ 目 標 値  

研修参加数＝１００人  研修参加数＝１００人  
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事 業 名  4-1-3  市民の情報リテラシー向上  □新  規  ■継  続  

担 当 部 署  情報推進課、シティセールス推進課  

事 業 内 容  

みんなで地域づくりセンターにおいて、市民団体等がＳＮＳや紙媒体を活

用した情報発信、ＰＲ等が行えるよう個別サポート体制を整備します。  

計 画 状 況  

平成 28 年度  平成 29 年度  

実施  実施  

指 標 ・ 目 標 値  指 標 ・ 目 標 値  

講座等参加人数＝50 人  講座等参加人数＝50 人  
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第２項  情報セキュリティ対策  

 

事 業 名  4-2-1  情報セキュリティの確保  □新  規  ■継  続  

担 当 部 署  情報推進課  

事 業 内 容  

市では、市全体の情報セキュリティの完全性 ・可用性 ・機密性の維持及

び向上を図 るために定めた「四街道市情報セキュリティポリシー」に基づき、

各部署が保有 ・運営する個々のシステムに対する情報セキュリティ実施手順

を策定するなど運用の整備を行 う段階にあります。今後は国及び県が推進

するセキュリティ対策強化に係る事業に即し、必要十分でかつ費用対効果

に見合ったネットワークの見直しを図るとともに、情報セキュリティポリシーにつ

いても変化する状況に対応できるよう改正を検討していきます。  

計 画 状 況  

平成 28 年度  平成 29 年度  

調査 ・検討  実施  

指 標 ・ 目 標 値  指 標 ・ 目 標 値  
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事 業 名  4-2-2  情報セキュリティ強化のための人材育成  □新  規  ■継  続  

担 当 部 署  情報推進課  

事 業 内 容  

近年はマイナンバー制度に係る各種運用の施行や全国的な自治体セキ

ュリティ強化等 、運用体制や物理的対策が進められているところですが、一

方で職員個々人のセキュリティ意識が重要であり、共に充実化を図 ることで

初めて全体の情報セキュリティの維持及び向上につながります。  

市では、地方公共団体情報システム機構 （Ｊ－ＬＩＳ）が提供するｅラーニン

グを活用 し、情報セキュリティの意識が職員に定着するよう、２年 間で全職

員が受講するよう計画的に研修を実施 しています。今後 も本研修を継続 し

て行 うとともに、市の運用やそれをとりまく環境の変化に応じ、必要とされるセ

キュリティ知識に対応した人材育成を図ります。  

計 画 状 況  

平成 28 年度  平成 29 年度  

実施  実施  

指 標 ・ 目 標 値  指 標 ・ 目 標 値  

情報セキュリティ研修  ２５０人  情報セキュリティ研修  ２５０人  
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事 業 名  4-2-3  情報セキュリティ診断の実施  □新  規  ■継  続  

担 当 部 署  情報推進課  

事 業 内 容  

市では情報セキュリティの市民へのリスクを抑えるため、地方公共団体情

報システム機構 （Ｊ－ＬＩＳ）が無償で提供する事業であるセキュリティ健康診

断 （ウェブ診断 ）、Web 感染型マルウェア検知事業及びホームページレスポ

ンス観測事業等を利用 し、客観的判断に基づいた情報セキュリティの診断

を実施しています。  

今後 も、国や県の情報セキュリティ保護に係 る方針に対応 しつつ、事故

未然防止のためセキュリティ診断及び各種検知を継続 して実施 していきま

す。  

計 画 状 況  

平成 28 年度  平成 29 年度  

実施  実施  

指 標 ・ 目 標 値  指 標 ・ 目 標 値  

セキュリティ事故＝ゼロ  セキュリティ事故＝ゼロ  

 

事 業 名  
4-2-4  マイナンバー利用事務系における二要素  

認証対応  
■新  規  □継  続  

担 当 部 署  情報推進課  

事 業 内 容  

平成 ２７年 １２月に総務省から「新 たな自治体情報セキュリティ対策の抜

本的強化について」が示 され  、マイナンバー利用事務系には二要素認証

を導入することが国から要請されています。これについて、国からは補助金が

交付されることから、平成 ２８年度中にシステムの導入を完了する必要があり

ます。導入にあたっては、実際の業務を踏まえた上で、認証機器及びシステ

ムの選定を十分検討 し、運用管理の面でも適切に配慮 した環境構築を行

います。  

計 画 状 況  

平成 28 年度  平成 29 年度  

実施  運用  

指 標 ・ 目 標 値  指 標 ・ 目 標 値  
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事 業 名  4-2-5  自治体情報システム強靭性の向上  ■新  規  □継  続  

担 当 部 署  情報推進課  

事 業 内 容  

平成 ２７年 １２月 に総務省 より「新 たな自治体情報セキュリティ対策の抜

本的強化について」が示 され、従来の情報系ネットワークからインターネット

接続を分離する等 、大幅なネットワーク構成変更の必要が生じています。  

これについて、国から「自治体情報システム強靭性向上事業 」として交付

される補助金を活用し、平成 ２８年度中に情報系ネットワーク全体のセキュリ

ティ強化対策を行 います。導入にあたっては、自治体 として求められている

セキュリティ対策を踏まえつつ、運用中の情報系クラウド環境を効果的に活

用できるよう検討の上、ネットワークの構築を実施します。  

計 画 状 況  

平成 28 年度  平成 29 年度  

実施  運用  

指 標 ・ 目 標 値  指 標 ・ 目 標 値  
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第１節  電子自治体推進体制  
 

本 市 の 情 報 化 推 進 体 制 に つ い て は 、 平 成 １ ３ 年 度 か ら 組

織 化 さ れ て い る 庁 内 の 情 報 化 推 進 体 制 を 引 き 続 き 維 持 ・ 強

化 し 全 庁 的 な 情 報 化 の 推 進 に 向 け て 取 り 組 ん で い き ま す 。  

具 体 的 に は 、 庁 内 の 横 断 的 な 組 織 で あ る 「 四 街 道 市 情 報

化 推 進 委 員 会 」 を 本 計 画 の 中 心 的 な 推 進 組 織 と し て 位 置 づ

け 、 全 庁 的 な 合 意 を 図 り な が ら 計 画 を 推 進 し ま す 。  

ま た 、 情 報 化 推 進 委 員 会 会 長 で あ る 経 営 企 画 部 長 （ 最 高

統 括 情 報 責 任 者 ： Ｃ Ｉ Ｏ ） を 、 全 て の ネ ッ ト ワ ー ク 、 情 報

シ ス テ ム 等 の 情 報 資 産 の 管 理 及 び 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 対 策 に

関 す る 最 終 決 定 権 限 及 び 責 任 者 （ 最 高 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 責

任 者 ： Ｃ Ｉ Ｓ Ｏ ） と し て 位 置 づ け ま す 。  

全 庁 に 係 る 重 要 な 事 業 を 計 画 す る 場 合 は 、 委 員 会 の 下 部

組 織 で あ る 幹 事 会 に お い て 具 体 的 な 検 討 や 調 査 を 行 い ま す 。 

専 門 的 な 部 門 間 に お け る 事 業 の 計 画 に つ い て は 、 幹 事 会

に 専 門 部 会 を 設 置 し て 具 体 的 な 検 討 や 調 査 を 行 い ま す 。  

ま た 、 情 報 施 策 に あ た っ て は 、 地 域 に 対 す る 課 題 を 共 有

し 、 市 民 ・ 各 種 団 体 等 と 行 政 と が 一 体 と な っ て 課 題 の 解 決

を 図 り ま す 。  
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第２節  進行管理と情報システム調達指針  

 

本 計 画 に つ い て は 、 計 画 の 着 実 な 進 行 を 行 う た め 、 情 報

管 理 部 門 に お い て 、 定 期 的 に 計 画 の 進 捗 状 況 を 調 査 し 、 適

正 な 進 捗 管 理 に 努 め ま す 。  

ま た 、 事 業 の 実 施 に 当 た っ て は 、 シ ス テ ム 全 体 と I T 予 算

を 把 握 し 、 適 正 な シ ス テ ム の 調 達 を 図 る た め に 策 定 し ま し

た 「 四 街 道 市 情 報 シ ス テ ム 調 達 基 本 指 針 」 に 基 づ き 進 め て

い き ま す 。  

こ の 「 四 街 道 市 情 報 シ ス テ ム 調 達 基 本 指 針 」 は 、 情 報 シ

ス テ ム の 調 達 に あ た り 、 組 織 横 断 的 、 長 期 的 な 視 点 で の 投

資 や 業 務 の 見 直 し に よ る 、 費 用 対 効 果 の 検 証 、 特 定 ベ ン ダ

ー 4 8に 偏 ら な い 導 入 形 態 の 適 正 化 及 び 運 用 に お け る ラ イ フ

サ イ ク ル コ ス ト を 十 分 に 検 証 す る こ と が 定 義 さ れ て お り 、

情 報 シ ス テ ム の 調 達 方 法 を 明 確 に し 、 適 切 な 調 達 が 行 え る

よ う 、 基 本 的 な 考 え 方 と 手 順 を ル ー ル 化 す る こ と に よ り 、

効 率 的 な 投 資 に よ る 品 質 の 高 い 情 報 シ ス テ ム の 調 達 を 実 現

し 、 本 市 全 体 の 情 報 シ ス テ ム の 適 正 化 を 図 る こ と を 目 的 と

し て い ま す 。  

 

■  情 報 シ ス テ ム 調 達 基 本 指 針 （ 基 本 方 針 ）  

(1) 計画的な情報システムの導入  

情報システムの導入又は更新する場合は、情報システムの計画的な導入

を図るため、市情報化推進計画において明示する。  

(2) 情報システムの最適化  

情報システムの導入にあたっては、単に導入する部署の効率化を主眼と

したものではなく、関連する業務との連携等広い視野で検討し、インタ

ーフェースの共通化を図るとともに、関連する業務も含めた業務全体の

見直しを行い、情報システムを最適化する。  

(3) 汎用製品（パッケージ製品）の活用  

情報システムの導入経費を抑えるため、情報システムは、汎用製品の活

用を行う。また、汎用製品のシステム改修等については、業務等の見直

しを検討した上で、この趣旨に則した必要最低限度にとどめる。  

 
                                                           
4 8  ベ ン ダ ー :製 品 の メ ー カー や 販 売 会 社 の こ と 。ユ ーザ へ 製 品 を 提 供 し て いる 会社 。  
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(4) 情報システムの調達手法  

情報システムの調達においては、単に価格により決定するのではなく、

事業者の技術力、継続性及び運用サポート力等についても評価を行うこ

とが必要であるため、プロポーザルを実施することが望ましい。  

(5) ライフサイクルコスト  

情報システムを調達する場合は、ライフサイクルコスト（開発・構築か

ら保守 ･運用、廃棄までのコスト）を明確にする。また、同一事業者と

複 数年にわ たって 契約 を行うほ うが結 果と して適正 な調達 とな ること

が想定される案件については、ライフサイクルコストを考慮した調達を

行う。  

(6) 調達の分離  

情報システムの開発・構築においては、ハードウェア、ソフトウェア、

開発・構築、運用 ･保守等を分離して調達する。ただし、開発・構築に

多 大な影響 を与え 情報 システム の機能 を著 しく低下 する恐 れが ある場

合は、一括調達を行うことができる。  

（分離調達の例）  

・設計工程と開発工程の分離  

・ソフトウェアとハードウェアの分離  

・稼動までの工程と稼動後の工程の分離  

・開発工程と稼動に際しての付帯作業の分離  

・基盤部分とアプリケーション部分の分離  

・ハードウェアとハードウェアに搭載する基本ソフトウェアの分離  

・ハードウェアと導入・設置・工事にかかる一時作業の分離  

(7) 調達の支援  

情報システムの調達は、競争性を確保し、適正な経費で調達を行うため

には、精度の高い仕様書を作成することが前提となることから、情報推

進課が調達作業に対する支援を行う。  

 

 

企画  

フェーズ  

予算要求  

フェーズ  

調達  

フェーズ  

開発・構築  

フェーズ  

保守･運用  

フェーズ  

評価  

フェーズ  

 

 

 

PDCA サイクル  
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第３節  クラウドコンピューティング等の活用  

 

地 方 自 治 体 は 、行 財 政 改 革 の た め の シ ス テ ム 関 連 支 出 の 抑

制 や 特 定 ベ ン ダ ー へ の 過 度 の 依 存 の 改 善 、職 員 の 減 少 に 伴 う

業 務 の 効 率 化 な ど 様 々 な 課 題 を 有 し て い ま す 。ク ラ ウ ド サ ー

ビ ス の 導 入 は こ れ ら の 課 題 の 解 決 に 通 ず る も の で あ り 、今 後

の 更 な る 利 用 の 進 展 が 期 待 さ れ る も の で す 。  

ま た 、 ク ラ ウ ド サ ー ビ ス を 利 用 す る こ と に よ り 、住 民 サ ー

ビ ス の 向 上 、業 務 の 効 率 化 や 標 準 化 、Ｉ Ｔ へ の 投 資 コ ス ト の

削 減 な ど の 効 果 も 期 待 で き る ほ か 、住 民 の 行 政 サ ー ビ ス に 対

す る ニ ー ズ の 多 様 化 に 対 応 す る こ と も 求 め ら れ て お り 、こ の

点 か ら も 短 期 間 か つ 安 価 に 導 入 す る こ と が 可 能 な ク ラ ウ ド

サ ー ビ ス の 積 極 的 な 活 用 も 期 待 さ れ て い ま す 。  

こ れ ま で 庁 内 の 情 報 シ ス テ ム は 、情 報 管 理 部 門 が サ ー バ や

関 連 機 器 等 の 備 品 を 購 入 し 、市 の サ ー バ 室 に お い て 運 用 管 理

を 行 っ て い ま し た が 、平 成 ２ ５ 年 度 に イ ン ト ラ ネ ッ ト 運 用 サ

ー バ を ク ラ ウ ド サ ー ビ ス に 移 行 し 、ま た 、平 成 ２ ７ 年 度 か ら

は 基 幹 系 シ ス テ ム も ク ラ ウ ド 化 し た こ と か ら 運 用 面 に お い

て 、２ ４ 時 間 ３ ６ ５ 日 安 定 稼 動 で き る 環 境 が 整 備 さ れ 職 員 の

負 担 も 軽 減 し て い ま す 。  

今 後 も 新 た に 導 入 す る シ ス テ ム や 既 存 シ ス テ ム の 見 直 し

を 行 う 際 に は 、長 期 的 な 視 野 に 立 ち 、安 定 し た 稼 動 と 継 続 し

た 運 用 が 可 能 な 自 治 体 ク ラ ウ ド や Ａ Ｓ Ｐ ・ Ｓ ａ ａ Ｓ 4 9サ ー ビ

ス ・ 事 業 者 の ク ラ ウ ド サ ー ビ ス を 活 用 す る こ と と し 、費 用 対

効 果 を 最 大 限 発 揮 す る と と も に 、職 員 の 管 理 業 務 効 率 化 及 び

負 担 軽 減 、経 費 削 減 、デ ー タ セ ン タ ー の 利 用 に よ る 耐 震 性 ・

耐 障 害 性・安 全 性 の 向 上 を 図 る た め の シ ス テ ム 導 入 を 進 め ま

す 。  

 

 

  

 
                                                           
4 9 S a a S : A S P と 同 様 の 仕 組 み で あ る が 、 顧 客 は 機 能 単 位 で 必 要 な 機 能 を 選 択 し

利 用 す る こ と が で き る 。  
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第４節  環境への配慮  

 

地 球 的 課 題 である地 球 温 暖 化 問 題 への取 り組 みが喫 緊 の課 題

となりつつある状 況 にありますが、 I T を従 来 よりも一 層 活 用 することに

より C O 2 の大 幅 な削 減 に貢 献 する「グリーン I C T 5 0」が大 いに期 待 さ

れています。  

本 市 で実 施 できる具 体 的 な 「グリーン I C T 」 と して、物 の生 産 ・消

費 に係 る C O 2 排 出 量 を削 減 することを目 的 として、オフィスでのペー

パーレス化 5 1等 による紙 の消 費 の削 減 、タブレット端 末 を利 用 した会

議 によるペーパーレス化 及 びデジタルコンテンツのダウンロードに伴 う

物 理 メディア （ D V D 、 C D 等 及 びこれらの梱 包 物 ）の削 減 等 がありま

す。  

また、パソコン等 機 器 の導 入 に当 たっては、 「国 際 エネルギースタ

ープログラム 5 2」や「 P C グリーンラベル 5 3」の基 準 を採 用 し、選 定 する基

準 として仕 様 書 等 に明 記 し、環 境 に配 慮 した導 入 を行 います。  

また、パソコン等 機 器 を使 用 しないときには電 源 をオフにし 、又 は

節 電 モードにすることで端 末 の消 費 電 力 の削 減 を行 うとともに、消 費

電 力 が低 いシンクライアント端 末 の運 用 で、全 体 の消 費 電 力 を抑 え

ます。  

さらに、製 品 の素 材 は、廃 棄 を抑 え、再 使 用 を行 い、再 使 用 でき

ないものは素 材 として再 利 用 できるものとし、環 境 に配 慮 した製 品 を

選 定 基 準 とします。  

 

 
                                                           
5 0 グ リ ー ン I C T :情 報 技 術分 野 に お け る 地 球 環 境を 考慮 し た 取 り 組 み の こ と。  
5 1 ペ ー パ ー レ ス 化 :社 内 の 文 書 、 書 類 、 帳 票 類 を 電子 化 し て パ ソ コ ン 等 で 閲 覧で き る よ う

に す る こ と 。  
5 2 国 際 エ ネ ル ギ ー ス タ ー プ ロ グ ラ ム :国 環 境 保 護 庁 （ EPA） と 日 本 の 経 済 産 業 省 が 推 進 す る 、

パ ソ コ ン や プ リ ン タ な ど の 省 エ ネ ル ギ ー 化 制 度 。 国 際 的 な 環 境 ラ ベ リ ン グ 制 度 で あ る 「 エ

ネ ル ギ ー ス タ ー 」 の 日本 での 名 称 。  
5 3 PC グ リ ー ン ラ ベ ル :環 境に 配 慮 し た パ ソ コ ン の購 入を 目 的 と す る ユ ー ザ ー の 選択 の 目 安 と

な る よ う 、 製 造 か ら リ ユ ー ス ・ リ サ イ ク ル に 至 る ま で 、 環 境 に 対 す る 取 り 組 み を ま と め た

環 境 ラ ベ ル 制 度 。  
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第１節  四街道市情報化推進委員会委員名簿  

 

役  職  所  属  職   氏   名  

会  長  経 営 企 画 部  部 長  藤 森  義 勝  

副会長  経 営 企 画 部  次 長  永 易  正 光  

委  員  経 営 企 画 部 政 策 推 進 課  課 長  石 渡  省 己  

委  員  経 営 企 画 部 財 政 課  課 長  谷 田 貝 敦 志  

委  員  総 務 部  次 長  佐 久 間 正 美  

委  員  福 祉 サ ー ビ ス 部  次 長  濵 口  新 一  

委  員  健 康 こ ど も 部  次 長  鈴 木  伸 広  

委  員  環 境 経 済 部  次 長  宇 田  俊 哉  

委  員  都 市 部  次 長  黒 田  弥 生  

委  員  教 育 部  次 長  横 山  正 彦  

委  員  消 防 本 部  次 長  林 田  茂 樹  
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第２節  市の取り組み経過  

 

年月日  経     緯  

昭和 42 年 （1967 年 ）4 月  外部計算センターへのコンピュータ委託処理 （税計算処理 ）  

55 年 （1980 年 ）4 月  コンピュータ導入の研究を開始  

12 月  電算事務研究会発足  

56 年 （1981 年 ）6 月  第１次コンピュータ利用計画案の作成  

7 月  提携業者の選定作業開始  

57 年 （1982 年 ）1 月  市民部に電算準備室設置  

5 月  
コンピュータ利用システム決定  

住民記録のコンピュータ化準備作業開始  

58 年 （1983 年 ）1 月  汎用コンピュータ（F-M130）の運用テスト開始  

3 月  住民記録オンラインシステム稼動  

4 月  
電算準備室廃止、情報管理課設置  

プライバシー保護条例及び同規則施行  

60 年 （1985 年 ）5 月  

第 2 次コンピュータ利用計画案の提出  

（財務会計オンラインシステム及び税オンラインシステム開発

の具体化 ）  

12 月  汎用コンピュータを F-M320E に更改  

61 年 （1986 年 ）4 月  財務会計オンラインシステム稼動  

10 月  税収納オンラインシステム稼動  

平成元年 （1989 年 ）3 月  汎用コンピュータを F-M730/8A に更改  

4 年 （1992 年 ）3 月  汎用コンピュータを F-M740/10 に更改  

5 年 （1993 年 ）2 月  印鑑登録オンラインシステム稼動  

6 年 （1994 年 ）10 月  国民健康保険オンラインシステム稼動  

7 年 （1995 年 ）3 月  汎用コンピュータを F-M1500/6 に更改  

12 月  市民税更正オンラインシステム稼動  

8 年 （1996 年 ）4 月  
資産税更正オンラインシステム稼動  

市民税特徴更正オンラインシステム稼動  

9 年 （1997 年 ）1 月  全課パソコン設置  

10 年 （1998 年 ）3 月  汎用コンピュータを F-GS8200 に更改  

12 月  四街道市ホームページ開設  

12 年 （2000 年 ）4 月  介護保険オンラインシステム稼動  

8 月  老人保健オンラインシステム稼動  

13 年 （2001 年 ）5 月  四街道市情報化推進委員会設置  

10 月  汎用コンピュータを F-GS8500 に更改  
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年月日  経     緯  

14 年 （2002 年 ）1 月  地域イントラネット基盤整備事業開始  

3 月  

四街道市情報化計画策定  

イントラネット用サーバ室整備  

本庁 、出先機関 、企業部 、 JR 四街道駅 、市内小 ・中学校

36 施設内の伝送路工事及び各施設の光ファイバ配管工事

完了  

4 月  

総合政策部に情報政策課設置  

職員コミュニケーションシステム（グループウェア）稼動  

職員のホームページ作成支援システム（情報提供システム）

稼動  

市例規集及び現行法令検索システム（例 規検索システム）

稼動  

市長、助役のスケジュール管理システム（秘書システム）稼動  

職員認証基盤である「指紋 」での認証基盤を構築  

WEB 環境 （URL フィルタソフト含む）、ウイルス対策、不正侵

入対策を整備  

市民利用パソコンを市役所本館 1 階及び情報公開室に各

1 台設置  

キオスク端末を市役所本館 1 階に 1 台設置 (タッチパネル )  

年金資格オンラインシステム稼動  

6 月  
申請書ダウンロードサービス開始  

電子問合せ窓口開始  

8 月  
電子会議室の運用開始  

住基ネット一次稼動  

10 月  

本庁 、出先機関 、企業部 、 JR 四街道駅 、市内小 ・中学校

36 施設をイントラネットに接続開始  

市民利用パソコンを第二庁舎 、各公民館 、図書館 、文化セ

ンターに各 1 台及び総合公園体育館に 2 台設置  

15 年 （2003 年 ）3 月  3 月議会定例会及び特別委員会中継テスト稼動 （内部 ）  

4 月  施設予約システム稼動  

6 月  6 月議会定例会の録画配信開始 （ホームページ）  

7 月  
施設予約システム専用端末 (タッチパネル )を JR 四街道駅に

1 台設置  

8 月  
ネットワーク管理システム導入 （Pa l le tContro l）  

住基ネット二次稼動  

9 月  ホームページより 9 月議会定例会リアル中継開始  

10 月  総合行政ネットワーク（LGWAN）接続開始  

11 月  

市民利用パソコンを南部総合福祉センターわろうべの里に 3

台設置  

四街道市情報化推進計画 （平成 16・17 年度 ）策定  
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年月日  経     緯  

16 年 （2004 年 ）1 月  公的個人認証基盤整備  

2 月  
サーバ室入退出管理システム整備  

四街道市情報セキュリティポリシー策定 （基本方針 ）  

3 月  地方自治体における組織認証基盤整備  

4 月  外国人登録オンラインシステム稼動  

9 月  

総合行政 ネットワーク（ LGWAN ）文 書 交 換 システム利 用 開

始  

文化センターに施設予約システム専用タッチパネル設置  

10 月  汎用コンピュータを GS 21  200A に更改  

17 年 （2005 年 ）4 月  

庶務事務支援システム稼動 （本稼動 10 月 ）  

電子決裁システム・ユーザ管理システム稼動 （庶務 事務支

援システム）  

コンビニ収納開始 （軽自動車税 ）  

5 月  施設予約システム一部改修  

8 月  消防用パソコン整備  

18 年 （2006 年 ）2 月  

イントラネットと総合行政ネットワーク（LGWAN）回線接続  

四街道市情報化推進計画 （平成 18・19 年度 ）策定  

 

3 月  

WWW サーバ SSL（暗号化 ）対策  

WWW サーバ証明取得  

四街道市情報セキュリティポリシー改定 （対策基準を追加 ）  

4 月  情報提供システム V2 バージョンアップ  

 

9 月  

ホームページリニューアル  

電子会議室 「みんなの意見 」リニューアル  

市 ホー ムページ文 字 読 み上 げ等 ア ク セ シ ビ リ テ ィ 対 策

（WEBUD 導入 ）  

メールマガジン「yo めーる」配信開始  

・「災害情報メール」  

・「不審者情報メール」  

・「子育て知恵袋メール」  

緊急時対応マニュアル策定  

10 月  
業務系 LAN 再構築  

基幹系 LAN 再構築  

11 月  

基幹システム専用 NLP 5230 へ更改  

総合公園体育館 に施設予約 システム専 用 タッチパネル設

置  

12 月  機械室空調入れ替え工事  
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年月日  経     緯  

19 年 （2007 年 ）1 月  汎用コンピュータアクセスログ管理 ・ユーザ管理導入  

2 月  
組織認証基盤変更、登録分局を設置  

イントラネット暗号化対策実施  

3 月  

住基カード利用に関する報告書策定  

イントラネット内暗号化対策 、情報持ち出し制限開始  

個別業務サーバをサーバ室へ移設  

ちば市町村共同利用電子調達システム開始  

4 月  

経営企画部情報推進課に組織名称変更  

コンビニ収納拡大 （固定資産税 、市 ・県民税 、国民健康保

険税、介護保険料 ）  

共有ファイルサーバ更改  

バックアップサーバ構築  

7 月  
ちば電子申請 ・届出サービス開始  

戸籍システム稼動  

9 月  
指紋認証機更改  

指紋サーバ更改  

11 月  汎用コンピュータ  GS21  ハードディスク更改  

12 月  マイクロソフト WSUS による脆弱性適用開始  

20 年 （2008 年 ）1 月  

スパムメール対策 （一部 ）  

イントラネット機器一部更改 （WEB、ウイルス管理 、PROXY、

情報提供システム、DNS サーバ）  

2 月  
住基ネット機器更改  

四街道市情報化推進計画 （平成 20・21 年度 ）策定  

3 月  本館サーバ室空調工事 （二重化 ）  

4 月  
後期高齢者システム稼動  

コンビニ収納拡大 （後期高齢者医療保険料 ）  

6 月  市内小 ・中学校職員室ネットワーク整備  

7 月  
イントラネットパソコン及び市民端末等機器更改  

国民健康保険オンラインシステム年金特別徴収対応開始  

8 月  

イントラネットと市内小 ・中学校光ファイバ回線分離  

イントラネットパソコン一部移設 （教員用パソコン）  

教育情報ネットワーク構築  

グループウェアサーバ更改  

動画配信サーバ更改  

施設予約システムウェブサーバ構築  

9 月  

議場に議会中継用カメラ 1 台増設  

市役所新館 5 階会議室に動画配信用カメラ 1 台設置  

教 育 委 員 会 及 び市 内 小 ・中 学 校 のウェブサイトを一 体 化

（運用変更 ）  

11 月  汎用コンピュータ  GS21 更改  
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年月日  経     緯  

21 年 （2009 年 ）1 月  新館サーバ室空調工事 （二重化 ）  

3 月  

イントラネット財務会計システムテスト稼動  

電子会議室 「みんなの意見 」のテーマ更改  

JR 四街道駅の施設予約システム専用端末撤去  

4 月  

庶務事務支援システム一部改修 （宿直対応 ）  

スパムメール対策ソフト導入  

全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）接続開始  

6 月  総合行政ネットワーク（LGWAN）機器更改  

7 月  

イントラネットネットワーク機器更改 （出先機関含む）  

住民税年金特別徴収の eLTAX での運用開始 （専用回線

接続 ）  

税収納オンラインシステム年金特別徴収対応開始  

8 月  教育グループウェア稼動  

9 月  財務会計システム一次稼動 （予算編成システム）  

12 月  デジタルサイネージアドバイザー会議設置  

22 年 （2010 年 ）2 月  
サーバ室  入退室管理システム及び機器の更改  

四街道市情報化推進計画 （平成 22・23 年度 ）策定  

3 月  
デジタルサイネージ設置 （ JR 四街道駅 ・文化センター・総合

公園体育館 ）  

4 月  

財務会計システム二次稼動 （予算執行システム）  

教育情報ネットワーク  ハウジング開始  

イントラネットの URL フィルタソフト変更  

5 月  デジタルサイネージ愛称選考委員会設置  

6 月  

新施設予約システム稼動 （ホスティングサービス）  

施設予約システム専用 タッチパネル増設 （文化センター・総

合公園体育館 ・市役所 ）  

サーバ室  自家発電装置接続工事実施  

デジタルサイネージの愛称を「でじなびくん」に決定  

8 月  
メールマガジン「yo めーる」  

「審議会等会議開催メール」配信開始  

10 月  
メールサーバ更改  

公的個人認証受付端末更改  

12 月  文書管理サービスの「全国利用実証 」に参加  

23 年 （2011 年 ）2 月  

新 CMS 稼動 （ASP サービス）  

国税連携開始  

eLTAX との通信回線を総合行政ネットワーク回線に変更  
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年月日  経     緯  

23 年 （2011 年 ）3 月  

市ホームページリニューアル（ASP サービス）  

市ホームページ外国語対応 （英 ・中 ・韓 ）  

アクセシビリティソフト（ZoomS igh t）稼動  

施設マップ稼動  

「よくある質問 」稼動  

電子申請 （予約 ）稼動  

「電子会議室 」利用終了  

「ちば電子申請 ・届出システム」利用終了  

汎用コンピュータのダウンサイジング実施  

基幹システム 7 業務のオープン化  

後期高齢者システム、国保遡及賦課システム、土地課税標

準額計算システム、乳幼児医療費助成システム、児童手当

システム、子 ども手当 システム、児 童扶養手当システム、滞

納管理システムのサーバ統合 （仮想化 ）実施  

生活保護等版レセプト管理システム稼動  

千代田公民館、旭公民館をイントラネットより切断  

全国瞬時警報システム（ J-ＡＬＥＲＴ）との通信回線を総合行

政ネットワーク（LGWAN）回線に変更  

4 月  

市民端末運用変更 （行政専用 ）及び千代田公民館 、旭公

民館撤去  

モバイルレジ運用開始 （税金 ・保険料の納付 ）  

例規検索システムの ASP サービス開始  

財務会計システム三次稼動 （決算管理システム）  

保育料システム更改 （サーバ集約 ）  

学童保育システム稼動 （サーバ集約 ）  

期日前 ・不在者投票システム稼動  

当日投票システム稼動  

6 月  緊急時対応マニュアル改正  

7 月  公的個人認証鍵ペア生成装置更改  

9 月  北部学校給食共同調理場を教育情報ネットワークに接続  

10 月  
ネットワーク管理システム更改 （SkySea  Cl i en t  V iew）  

四街道市情報システム調達基本指針策定  

12 月  

ストレージ導入 ・イントラネット構 成変更 （共有フォルダ・グル

ープウェア）  

イントラネットパソコン USB デバイス制限  

24 年 （2012 年 ）2 月  

選挙人名簿管理システム稼動  

住民税課税資料ファイリングシステム稼動  

四街道市情報化推進計画 （平成 24・25 年度 ）策定  
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年月日  経     緯  

24 年 （2012 年 ）10 月  
メール配信サービス「よめーる」に変更 ・ASP サービス開始  

図書館予約システム稼動  

11 月  eLTAX（法人市民税 ・給与支払い報告書開始 ）  

25 年 （2013 年 ）3 月  緊急時対応マニュアルを情報システム BCP として位置づけ  

4 月  デジタルサイネージ「でじなびくん」リニューアル  

7 月  新グループウェア稼動 （LGWAN-ASP 利用 ）  

8 月  

法改正に伴う障害者総合支援システム稼動  

イントラネットのクラウド移 行 に関する業 者選定 （プロポーザ

ル）実施 （方式決定 ）  

仮想デスクトップクラウド移行に関する業者選定 （プロポーザ

ル）実施 （方式決定 ）  

外国人住民票コード付番開始  

9 月  戸籍副本データ LGWAN 接続  

10 月  住民基本台帳ネットワーク千葉県機器更改  

11 月  オープンソース（LibreOf f i c e）試行運用開始  

26 年 （2014 年 ）1 月  

イントラネットプリンタ機器更改 （プリンタ統合共有化 ）  

複合機 （コピー機 ）をイントラネット接続利用  

障害福祉総合システム稼働  

2 月  

健康管理システム稼動 （LGWAN-ASP）  

住民基本台帳ネットワーク機器更改  

総合行政ネットワーク（第三次 LGWAN 移行 ）  

動画配信システムを試行運用 （ASP サービス）  

住民情報端末 Windows7 へバージョンアップ  

3 月  

下水道受益者負担金システム稼動  

四街道公民館をイントラネットより切断  

イントラネット環境をクラウドサービスに移行  

次のサーバを廃止  

・旧グループウェアサーバ廃止  

・指紋認証サーバ廃止  

・ファイル共有サーバ廃止  

・DNS サーバ廃止  

・バックアップ管理サーバ廃止  

・プロキシサーバ廃止  

・秘書システムサーバ廃止  

・動画配信 （外部 ）サーバ廃止  

・動画配信 （内部 ）サーバ廃止  

・外部 DNS サーバ廃止  

・外部 メール（ウイルス管理 ）サーバ廃止  

・SKY サーバ廃止  

イントラネットパソコンを仮想デスクトップに変更  

Windows2008Ｓｅｒｖｅｒで運用 （560 台 ）  
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年月日  経     緯  

9 月  
共通宛名連携システム運用開始  

総合行政ネットワーク機器の更改  

10 月  ひとり親家庭医療費助成システム稼働  

11 月  
償却資産一品投入システム稼働  

学齢簿システム稼働  

12 月  地方税ポータルシステム（固定資産税 ）  サービス開始  

27 年 （2015 年 ）3 月  
財務会計システム再構築  

図書館システム再構築  

7 月  イントラネットのシンクライアント整備完了  

9 月  住民情報システムをクラウド化  

10 月  住民基本台帳ネットワークの番号制度対応  
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第３節  国の I T 施策経過  

 

平成 12 年 

（2000 年） 

11 月 29 日 「ＩＴ基本戦略」決定 

 「高度情報通信ネットワーク社会形成基本法」制定 

平成 13 年 

（2001 年） 

1 月 22 日 内閣に「高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部（ＩＴ戦略本部）」を設置 

「e-Japan 戦略」策定 

超高速インターネット網の整備と常時接続の早期実現、電子商取引ルールの

整備、電子政府の実現、新時代に向けた人材育成等、5 年以内に「世界最先

端のＩＴ国家になる」ことを目標化した。 

 3 月 29 日 「e-Japan 重点計画」策定 

｢e-Japan戦略｣を具体化し高度情報通信ネットワーク社会形成のために政府が

迅速かつ重点的に実施すべき施策を明示した。 

 6 月 26 日 「e-Japan2002 プログラム」策定 

｢e-Japan 戦略｣及び｢e-Japan 重点計画｣を各府省の 2002 年度の施策に反映

する年次プログラムとして策定された。 

平成 14 年 

（2002 年） 

6 月 18 日 「e-Japan 重点計画-2002」策定 

｢e-Japan 重点計画｣を全面的に見直し、諸外国と比較した現在の日本の位置

づけやこれまでの成果の的確な評価を踏まえ、目標達成を更に確実なものと

するため策定した。 

平成 15 年 

（2003 年） 

7 月 2 日 「e-Japan 戦略Ⅱ」策定 

「e-Japan 戦略」に続き、2006 年以降も世界最先端であり続け「元気・安心・感

動・便利」社会を実現し、ＩＴの利活用促進を目指した新たな国家戦略を策定し

た。 

 8 月 8 日 「e-Japan 重点計画-2003」策定 

各府省の H15 年度における施策に反映する年次プログラムとして策定した。 

平成 16 年 

（2004 年） 

2 月 6 日 「e-Japan 戦略Ⅱ加速パッケージ」策定 

「e-Japan 戦略Ⅱ」を加速させ、「H17 年までに世界最先端のＩＴ国家になる」と

の目標を達成するため策定した。 

 6 月 15 日 「e-Japan 重点計画-2004」策定 

将来のＩＴ社会の種を蒔き、成長の芽となる施策等、2006 年以降も世界最先端

であり続けるために重点的に取り組むべき施策を明示した。 

平成 17 年 

（2005 年） 

2 月 24 日 「ＩＴ政策パッケージ 2005」策定 

行政サービス、医療、教育等、国民に身近な分野を中心として取り組みを更に

強化するとともに、ＩＴがもたらす問題点を克服し、「e-Japan 重点計画-2004」の

確実な実施に加え、政策パッケージを早急に実行するための施策を明示し
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た。 

平成 18 年 

（2006 年） 

1 月 19 日 「ＩＴ新改革戦略」策定 

これまでの成果や課題を踏まえ、少子高齢化や環境問題、安全・安心の確保

等、様々な社会的課題に対し、ＩＴによる構造改革を推進する 2010 年までの戦

略を策定した。 

 7 月 26 日 「重点計画-2006」策定 

ＩＴ新改革戦略で掲げられた目標を具体的に実現するための施策とし、その成

果、達成期限、効果等から、重点的な取り組みを具体的に明示した。 

 

平成 19 年 

（2007 年） 

4 月 5 日 「ＩＴ新改革戦略 政策パッケージ」策定 

2010 年までの「ＩＴ新改革戦略」で掲げた目標達成のための取り組みを加速さ

せることを目的として、今後のＩＴ政策に関する基本的な方向性を取りまとめた。 

  7 月 26 日 「重点計画-2007」策定 

「ＩＴ新改革戦略政策パッケージ」及び「ＩＴ新改革戦略」に掲げられた目標を確

実に達成するための重点的に実施すべき具体的な施策をまとめた。 

 11 月 7 日 「ＩＴによる地域活性化等緊急プログラム骨子」策定 

ＩＴを地域が実感できるよう、地域の活性化や豊かな暮らしの実現につながる施

策を政府として検討するための骨子を決定した。 

平成 20 年 

（2008 年） 

 2 月 19 日 「ＩＴによる地域活性化等緊急プログラム」策定 

地域への支援をより強力かつ迅速に政府一体として実施するためのプログラム

で、ＩＴによる地域活性化等の施策を情報通信基盤の整備支援や人材育成

等、七つの支援区分で取りまとめた。 

  6 月 11 日 「ＩＴ政策ロードマップ」策定 

「ＩＴ新改革戦略」に掲げられた目標を確実に達成するとともに、2010 年以降も

視野に入れた将来展望を示し、さらには、それらを実現するための工程表を策

定した。 

  8 月 20 日 「重点計画-2008」策定 

「ＩＴ新改革戦略」及び「政策パッケージ」に位置づけられた政策に加え、「ＩＴ政

策ロードマップ」で掲げられた政策を実現するために、施策展開を進めるにあた

っての「基本的な考え方」について整理した。 

  9 月 12 日 「オンライン利用拡大行動計画」策定 

「ＩＴ新改革戦略」に掲げられた目標を達成するとともに、更なるステップの目標

を掲げ、オンライン利用を拡大させていくため重点手続ごとの取り組み方針及

び目標値を策定した。 

平成 21 年  4 月 9 日 デジタル新時代に向けた新たな戦略～三か年緊急プラン～ 
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（2009 年） 直面する経済危機を乗り越え日本経済の底力を発揮するため、三か年緊急プ

ランを策定した。 

 7 月 6 日 「i-Japan 戦略 2015」 

「ＩＴ新改革戦略」の成果を引き継ぎ、「三か年緊急プラン」との整合性を持ちつ

つ、「誰でもデジタル技術の恩恵を実感できる」社会を目指した 2015 年までの

戦略を策定した。 

平成 22 年 

（2010 年） 

5 月 11 日 「新たな情報通信技術戦略」 

政府主導から国民主権の新たな社会を確立するため「国民本位の電子行政の

実現」、「地域の絆の再生」、「新市場の創出と国際展開」の 3 つの重点戦略を

掲げた。 

 6 月 22 日 「新たな情報通信技術戦略 工程表」 

情報通信技術戦略の実現に向けて、期限を区切って、施策担当府省の具体

的取り組みを明記した３０の工程表を作成した。 

 8 月 3 日 「電子行政推進に関する基本方針」 

2010 年度中にこれまでの情報通信技術投資の教訓を整理しつつ、行政刷新

会議と連携して政府の業務の見直しを行い、「刷新なくして投資なし」の原則の

下、電子行政推進の基本方針を策定した。 

「新たなオンライン利用に関する計画策定 

2011～2013 年度を計画期間とする「新たなオンライン利用に関する計画」を策

定し、オンライン利用に係る各般の取組を推進する。本計画の決定をもって「オ

ンライン利用拡大行動計画」は廃止となる。 

「新たな情報通信技術戦略 工程表」改定 

各施策に関するＰＤＣＡサイクルを確実に回すべく、2010 年度における各府省

の施策の進捗・検討状況をフォロー・評価するとともに、企画委員会に設置さ

れたタスクフォース及び情報通信技術利活用のための規制・制度改革に関す

る専門調査会における検討の結果も踏まえ、工程表を改訂した。 

平成 23 年  

( 2 011 年 )  

8 月 3 日  「行 政 キオスク端末のサービス拡大のためのロードマップ」策定  

「新 たな情 報 通 信技術戦 略 」で示 された目 標 の達 成 にむけて、

行 政 キオスク端末 等 を利用 したフロントオフィス実現 への工程表

を策定 した。  

「情 報通信技術人材に関するロードマップ」策定  

現時点において把握 しうる情報通信技術人材の状況を踏まえて

課題を整理 し、取 り組むべき施策について取 りまとめた。  

「情 報通信技術利活用のための規制 ・制度改革に係 る対処方針 」  

これまでの情 報 通信 技 術 を利 活 用 する際 の規 制 ・制 度 を見 直
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し、項目ごとに対処方針を策定 した。  

平成 24 年  

( 2 012 年 )  

7 月 4 日  「電 子行政オープンデータ戦略 」  

「新 たな情報通信技術戦略 」及び「電子行政推進に関する基本

方針 」の趣旨に則 り、公 共データの活用促進に集中的に取 り組

むための戦略を策定 した。  

「新 たな情報通信技術戦略工程表  改訂版 」  

各施策に関するＰＤＣＡサイクルを確実に回すべく、 2010 年度に

続 き、2011 年度における各府省の施策の進捗 ・検討状況をフォ

ロー・評 価 するとともに、企 画委 員 会 に設 置 されたタスクフォース

（電 子 行 政 、医 療 情 報 化 ）や番 号 制 度 （社 会 保 障 ・税 番 号 制

度 ）の検討の状況等 も踏 まえ、工程表を改訂 した。  

 11 月 30 日  「政 府情報システム刷新に当たっての基本的考え方 」  

平成 24 年度末を目途に、削減額等の数値目標を設定 した「政

府 情 報 システム刷 新 実 行計 画 」を策 定 し、政 府 情 報 化統 括責

任者 （政府 ＣＩＯ）を中心に推進 していく方針を決めた。  

平成 25 年  

( 2 013 年 )  

5 月 24 日  「内 閣法等の一部を改正する法律 （政府 ＣＩＯ法 ）」  

政府全体のＩＴ政 策及び電子行政の推進の司令塔 として、府 省

横 断 的 な権 限 を有 する内 閣 情 報通信政策監 （政 府 ＣＩＯ）を設

置 するとともに、政 府 ＣＩＯをＩＴ総 合 戦略 本部の本部員に加 え、

本部長がその事務の一部を政府 ＣＩＯに行 わせることができること

等 を規定 した。  

 6 月 14 日  「世 界最先端 ＩＴ国家創造宣言 」策定  

2 020 年までに、世界最高水準のＩＴ利活用社会の実現 とその成

果 を国 際 展 開 することを目 標 として、「新 産 業 創 出 と全 産 業 分

野 の成 長 への貢 献 」、「世 界 一 安 全 で災 害 に強 い社 会 への貢

献 」、「国 民 利 用 者 の視 点 に立 った電 子 行政 サービスの実 現 と

行政改革への貢献 」の３項目を柱に取組を策定 した。  

「世 界最先端 ＩＴ国家創造宣言  工程表 」  

「世 界 最 先 端 ＩＴ国 家 創 造 宣言 」で示 された取 り組 みや目標 に

対 して、短期 、中期 、長期に分けて、どの府省が、いつまでに、何

を実 施 するのか、各 府省 の施策 がどのように関 係 しているのかな

どをわかりやすく明示 した工程表を作成 した。  

「電 子行政オープンデータ推進のためのロードマップ」  

各府省による「電子行政オープンデータ戦略 」の平成 25 年度以

降の進め方 を工 程表 として整理 した。また工程 表に示す取組 に
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より、平成 27 年度末において、他の先進国 と同水準のオープン

データの公開 と利用を実現する。  

 6 月 28 日  「 ＩＴ関係施策に関する平成 26 年度戦略的予算重点方針 」  

「世 界最先端 ＩＴ国家創造宣言 」を着実に推進するため、攻 めの

投 資 と徹 底 した無 駄の排 除 を行 い、政 府のＩＴ関 係 予 算に関す

る平成 26 年度の概算要求に向けた重点化の考え方を示 した。  

 10 月 25 日  「平 成 26 年度 「工程表該当施策 」について」  

世界最先端 IT 国家創造宣言が策定され、平成 26 年度戦略

的 予 算 重 点 方 針 が示 された以 降 、各 府 省 庁 から世 界 最 先 端

IT 国家創造宣言 に関連するものとして登 録 された施 策につい

て、平成 26 年度戦略的予算重点方針に沿ったものになるように

政 府 CIO は関係府省庁 と調 整 をとってきた。この調 整結果 か

ら、世界最先端 IT 国家創造宣言の着実な推進に資するものを

平成 26 年度 「工程表該当施策 」とした。その上で、施策相互の

関係性が関係府省庁間で認識 されているものを「施 策群 」とし、

その「施策群 」を中心に PDCA サイクルを回すことで、世界最高

水準の IT 利活用社会の実現に向け、政府一体 として強力に推

進する。  

平成 26 年  

( 2 014 年 )  

６月 ２４日  「世 界最先端 IT 国家創造宣言及び工程表  改定 」  

 ・政 府 CIO を中心 とした新戦略推進専門調査会等による PDCA

管理や、新 たに設 置 された「 I T コミュニケーション活 用促 進戦略

会議 」の議論等を踏 まえ、「世界最先端 IT 国家創造宣言 」及び

「工程表 」を改定する。  

 改定後の「世界最先端 IT国家創造宣言 」及び「工程表 」にお

いては、2014年度以降の取組を明示 している。  

平成 27 年  

( 2 015 年 )  

６月 ３０日  「世 界最先端 IT 国家像増宣言及び工程表  再改定 」  

 IT利活用の特徴である、標準化による汎用性 ・継続性の深化 （横

串展開 ）と、各種領域での革新性の誘発 という視点から、  

次の４つの柱を中心に、 IT利活用による目指すべき社会 ・姿 を明

らかにし、その実現に必要な措置を講ずる。  

① IT利活用の深化により未来に向けて成長する社会  

②まち・ひと・しごとの活性化による活力ある社会  

③ ITを利活用 した安全 ・安心 ・豊かさが実感できる社会  

④公共サービスがワンストップで受けられる社会  

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８次四街道市情報化推進計画  

 

計画期間：平成 28・29 年度  

 

 

 

 

平成 2８年 8 月  

 

 
 

発行  四街道市  

    〒２８４－８５５５  

    千葉県四街道市鹿渡無番地  

    ℡  ０４３－４２１－２１１１（代表）  

編集  経営企画部情報推進課  

 

 


